




はじめに 
 

沖縄県合同輸血療法委員会は血液製剤供給の多い上位20施設が参

画しており、2019 年 9 月 28 日には、その前身である主要病院血液担

当者連絡会議から通算して第29回となる本会を開催しました。また、

本会は厚生労働省血液製剤使用適正化方策調査研究事業（研究事業

と略）に令和元年度、初めて応募し採択されました。今年度は、この

研究事業の一環として輸血懇話会を 2020 年 2月 14日と 15日に開催

しております。 

 本報告書では、研究事業、第 29 回の本会、および輸血懇話会の記

録をまとめました。皆様には、ご一読いただき適正な輸血療法の推進

へのご理解を深めていただければと思います。また、今後の本会のあ

り方についてもご意見をいただければ幸いです。 

 最後になりましたが、本報告書の作成にあたり、ご協力いただきま

した関係各位、諸先生方に深くお礼を申し上げます。 

 

2020 年 3 月 

沖縄県合同輸血療法委員会  

前田 士郎 
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１.  令和元年度  血液製剤使用適正化方策調査研究事業





 小規模医療機関における適正な輸血を目指した連携の構築

 沖縄県の診療所における赤血球製剤供給の推移

  〜研究の前段階として〜

 小規模医療機関における適正な輸血を目指した連携の構築

  〜特に血液透析の診療所について〜

 資料　中小医療機関を対象とした血液製剤の使用に関する

　　　　　アンケート調査結果について





Ⅰ． 沖縄県の診療所における赤血球製剤供給の推移 

～研究の前段階として～ 
【目的】 

2007 年の第五次医療法改正により，それまでの医療体制は、医療連携・医療

安全といった質的評価への転換を求められた。また、医療連携体制が必要なもの

として、脳卒中・がん・急性心筋梗塞・ 糖尿病の四疾病と小児・救急・災害・

周産期・へき地医療の五事業が明示された。四疾病・五事業の医療連携について

は、様々な観点から報告がなされている 1-4）。輸血医療は手術・救急・災害・周

産期医療などに伴って実施されるので、医療連携の進展により影響を受けてい

る可能性があるが、輸血医療と医療連携に関する報告は少ない 5-6）。 

小規模医療機関（在宅を含む）における輸血ガイト 7）では、小規模な医療施設

の中には血液製剤の使用指針に対応困難な状況がある事が推測されている。 

本稿の目的を、今回の研究の前段階として沖縄県の診療所における赤血球製

剤供給の推移から輸血医療と医療連携を明らかにして、今後の研究に資するこ

ととした。 

【方法】 

対象は、2007 年度から 2017 年度において沖縄県赤十字血液センターの血液製

剤の供給記録に記載された診療所（病床数 19 床以下）66 施設とした。また対象

の診療所を、診療内容から血液透析、産科、その他の施設に分類した。 

【結果】 

図１に赤血球製剤を供給された全診療所と供給数の推移を示した。全診療所

は、2007 年の 37 施設から 2017 年の 27 施設へと 27％減少した。供給は 2007 年

の 1724 単位から 2017 年の 1265 単位へと 26.6％減少した。 

血液透析の施設に限定して、赤血球製剤を供給された診療所と供給数の推移

を図 2 に示した。診療所は、2007 年 11 から 2017 年 14 へと増加した。供給は

2007 年の 150 単位から 2017 年の 282 単位と増加傾向にあった。 

産科の施設に限定して、赤血球製剤を供給された診療所と供給の推移を図３

に示した。施設数は、2007 年 9 施設、2017 年 6 施設と減少傾向にあった。供給

の総数は 2007 年の 181 単位から 2017 年の 185 単位と横ばいであった。 

血液透析と産科を除く“その他”の施設に限定して、赤血球製剤を供給された

診療所数と供給数の推移を図４に示した。“その他”の施設数は、2007 年の 16 か

ら 2017 年の 7施設と減少した。また、供給数は 2007 年の 1393 単位から 2017 年

の 798 単位と 42.7％減少した。 

【考察】 

2007 年から 2017 年に当センターから赤血球製剤を供給された全診療所の数

ガイ ド
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は 27％減少し、また供給数は 26.6％減少した。また、血液透析と産科を除く“そ

の他”の施設に限ると、施設数および供給数は共に大きく減少した。一方、当セ

ンターから診療所と病院を含む施設への赤血球製剤供給は、2007 年 70,714 単位

から 2017 年は 71,143 単位と 0.6％増加した。診療所と病院との赤血球製剤供給

の違いは、輸血を受ける患者の診療所から病院への移動を示唆している。 

地域医療支援病院が 1997 年の医療法改正において創設された。地域医療支援

病院は、患者に身近な地域で医療が提供されることが望ましいという観点から、

紹介患者に対する医療提供等を行い、かかりつけ医等への支援を通じて地域医

療の確保を図る病院とされた。多くの診療所は、かかりつけ医の役割を果たして

おり、この間の赤血球製剤供給の診療所と病院との違いは、輸血を必要とする患

者を地域医療支援病院に紹介する流れが出来ているとも考えられた。沖縄県で

は現在、10 病院が地域医療支援病院として認定されており何れの病院も沖縄県

合同輸血療法委員会に属している。赤血球製剤の供給先としての診療所および

赤血球製剤の供給の減少は地域医療支援病院がその役割を果たしている可能性

を示唆している。 

血液透析に限ると、赤血球製剤を供給された診療所数および供給は増加傾向

にあった。沖縄県を含む我が国の透析患者数は年々増加し続けている事 9）が、

その要因の一つと考えられる。県内で血液透析を行なっている診療所は 40 施設

ある 8）ので、赤血球製剤を供給されている施設の割合は約 30％となる。一方で、

70％の施設では赤血球製剤の供給を受けておらず、輸血が必要になった患者を

他施設へ紹介していると考えられ、その内容を調査する必要がある。産科施設に

限ると、赤血球製剤を供給された診療所は減少傾向で、供給数は2007年から2017

年は横ばいであった。沖縄県の出生率は全国一高いが、人口千人当りの出生数は

2007 年 11.96、2017 年 11.17 で、僅かに減少してきている 10）。この事が、赤血

球製剤を供給された産科の診療所が減少傾向にある要因の一つと考えられる。 

以上の診療所における赤血球製剤供給の推移結果からみると、輸血医療は医

療連携の進展に影響を受けている可能性があると考えられた。また、血液製剤の

使用指針に対応困難な状況があるかもしれない小規模な医療施設として、今後

は血液透析と産科施設についての調査が望ましいと考えられた。 
【文献】 

1）惠上 博文 ：地域医療連携体制の構築及び評価に関する実践的研究 医療と社

会 2013 年 23 巻 1 号 13-28    

2）周藤 信博, 櫻井 淳, 斎藤 豪, 他：東京都での脳卒中救急搬送体制・地域

救急搬送体制確立前後の救急隊の医療機関選定効率の変化 日本臨床救急医学

会雑誌 2019 年 22 巻 4 号 608-612  

3）今村 聡：災害医療と地域連携について 蘇生 2015 年 34 巻 2 号 75-81  
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4）高木 誠, 東京都脳卒中地域連携協議会, Tokyo Metropolitan Stroke 

Association Council 地域連携システムの現状 脳卒中  2014 年 36 巻 2 号 

90-95  

5）深堀 道俊, 小田 秀隆, 山口 真紀：公立八女総合病院における在宅輸血の

体制構築 日本輸血細胞治療学会誌 2018 年 64 巻 1 号 59-65 

6）佐藤 伸二, 黒田 優：在宅輸血を考える～その課題と展望～ 日本輸血細胞

治療学会誌  2017 年 63 巻 6 号 729-735  

7）日本輸血・細胞治療学会：小規模医療機関（在宅を含む）における輸血ガイ

ド 

8）新田孝作ほか：わが国の慢性透析療法の現況（2017 年 12 月 31 日現在）透析

会誌 51（12）699－766、2018. 

9）透析検索.com： https://xn--3sv77an35bw0r.com/hospital/okinawa/ 
10）総務省統計局 国勢調査 https://www.stat.go.jp/data/jinsui/2018np/index.html 
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前記
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修会を開催することで互いに輸血判断基準の共通認識を得ることや信頼関係を

構築することが連携強化を進める良い対応策になるものと考えられる。地域医

療構想は、高齢化等の実情に応じた病床の機能分化・連携を進めることで、効率

的な医療提供体制を構築することを目的としている。資料１に示したアンケー

ト調査の結果から小規模施設での輸血は、外注検査に時間がかかり患者の負担

となること、医療機器、医療材料の非効率的な整備等が施設の負担となること、

輸血頻度が少なく不安を抱く医療従事者の負担となることが分かっている。輸

血患者についての医療連携は、診療所にとって安心して患者の診療を行える担

保となりうる取り組みであると考える。 

今後の血液透析の診療所における輸血医療は、透析患者数の増減や医療連携

の進展に左右されると考えられる。 
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図１．輸血患者の紹介受入について（お願い）※支援病医院用 
 

 

 
図１．輸血患者の紹介受入について（お願い）※支援病医院用 
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図２．輸血患者の紹介について（お願い）※中小医療機関 

 
図２．輸血患者の紹介について（お願い）※中小医療機関 表 ２
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表１．訪問した施設 

施設 
赤血球製剤の供給実績 

透析台数 一般病床 
2018 年度以前 2018 年度

診
療
所 

A 有 86 23 0 

B 有 18 18 4 

C 有 4 13 0 

D 有 0 50 0 

E 無 0 10 0 

F 無 0 3 0 

地域

支援

病院 

G 有 4,944 15 311 

H 有 3,487 30 470 

    

    

 

 
 

 

 

 

 

 表 ３.  訪問した施設

 表４. 供給有り群における赤血液製剤の供給状況
2007 年度から 2017 年度
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2018 年度以前 2018 年度

診
療
所 

A 有 86 23 0 

B 有 18 18 4 

C 有 4 13 0 

D 有 0 50 0 

E 無 0 10 0 

F 無 0 3 0 

地域

支援

病院 

G 有 4,944 15 311 

H 有 3,487 30 470 
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図１. 赤血球製剤の供給状況
2007 年度から 2019 年度まで
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資料１.中小医療機関を対象とした血液製剤の使用に関するアンケート調査結果について 

 

 沖縄県合同輸血療法委員会 

 目的 

本県に於ける中小医療機関の輸血状況及び輸血管理体制等について状況を把握し、課題等へ

の対策並びにサポート体制について検討を行う。 

 

 方法 

平成 27年度に輸血用血液製剤の供給実績のある医療機関で、合同輸血療法委員会へ参加する

血液製剤供給量の多い上位施設 20 施設を除いた 67 施設の医師及び血液管理担当者を対象にア

ンケート調査を実施した。 

 

 結果 

沖縄県の平成２７年度輸血用血液製剤供給単位数は赤血球製剤(RBC)：76,006 単位、血漿製剤

(FFP)：39,115 単位、血小板製剤(PC)：104,962 単位であった。その内、血液製剤使用量の多い供給

上位 20 施設が全体の約 97％を使用しており、アンケート調査対象 67 施設の供給単位数は RBC：

4,944 単位 FFP：303 単位 PC：1,385 単位で全体の約３％であった。  

  ※別紙に集計結果をスライドで示す。 

 

考察 

沖縄県の輸血療法は各医療圏に所在する県立病院や地域医療支援病院等を含む供給上位 20 施

設を中心に実施されており、血液製剤を使用する中小施設数は他県と比べて少ない。これは医療連

携が上手く機能している為と思われる。(平成 27 年度地域医療支援病院 10 施設：紹介率 70.2％、逆

紹介率 74.0％) 

しかし、今回調査した中小施設の約半数が、輸血検査を自施設で実施出来ず、外注検査で対応し

ていた。院内検査が可能な施設に於いても、年に数回の輸血に不安を抱いているとの意見があった。

併せて、県内での迅速な検査体制を求める意見・要望も多くあるが、血液センターの検査部門が九

州ブロック血液センターへ集約後、抗体同定等の高度な輸血検査を含む迅速な対応が可能な外部

検査施設はない。 

また、中小施設では輸血の必要性だけで患者を紹介し難いため、当院で輸血せざるを得ないとの

考えが多くあり、医療連携の障壁となっていることが示唆された。 

一方で、供給上位 20 施設では認定輸血検査技師や輸血検査専従あるいは専任の臨床検査技師

が配置されており、輸血管理体制が整備されている。この様な状況を鑑み、更なる医療連携を促す

取り組みが必要と考える。 

その他に、要望のある施設については輸血に関する研修会等を行う必要がある。 

 

  資料　中小医療機関を対象とした血液製剤の使用に関するアンケート調査結果について
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図３．中小医療機関を対象とした血液製剤の使用に関するアンケート調査結果について 
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図３．九州地区、有床施設に占める輸血施設の割合（上段） 

   九州地区、無床施設に占める輸血施設の割合（下段） 
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図４．九州地区 病床規模別の RBC供給単位数（上段） 

   九州地区 RBC 供給単位数別の 19 床以下施設の割合（下段） 
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 現状の事業体制についての問題点とその改善案

 血小板製剤の安定的確保における沖縄県など行政や団体との関わり

   〜血漿成分献血の確保を含めて〜

 血液製剤の緊急搬送の減少を目指して

   〜特に血小板製剤について〜





血小板製剤の安定的確保における沖縄県など行政や団体との関わり 

―血漿成分献血の確保を含めて― 

【はじめに】 

血小板製剤の安定的な確保は血液事業の重要な課題である。しかし、平日にお

ける成分献血のための来所者は土日祝日より少ないとの問題があり、安定的な

確保のためには平日の来所者を増加させる方策が必要である。 

一方、沖縄県では 2018 年 8 月から 2019 年 2 月にかけて行われた沖縄製造所

の廃止に伴い、原料血液が九州ブロック血液センターに空輸される体制に変わ

った。また、広域事業運営体制の進展に伴う九州ブロックにおける成分献血の役

割分担で、北部九州の県は血小板成分献血、沖縄県が属する南部九州は血漿成分

献血が主となりつつある。 

沖縄県に一箇所である献血ルームには、県庁や那覇市役所、銀行、報道関係等

の行政や団体が近接している。私たちは、公務員については職務専念義務免除

（職専免と略）を活用した成分献血のための来所の推進が、改善策として意義が

あるのではないかと考えた。本事業の目的として、行政や団体にその改善策につ

いて協力を依頼し、平日の成分献血者の増加を図る事とした。 

【方法】 

表１に私たちが考えた改善策について協力を依頼するために訪問した行政や

団体の名称と訪問日を示した。また、訪問時に説明で用いる資料としてポスター

とチラシを作成した（図１）。沖縄県赤十字血液センターの管理職（所長、事業

部長、担当課長）がチームとして訪問し、先ず定期的に実施している移動献血協

力へのお礼を述べた後、以下の説明および依頼を行なった。 

説明・依頼内容：医療機関で輸血のため使用される血小板等の血液製剤は、成

分献血による確保であるため、献血ルームでしか採血できない。また、血小板製

剤の有効期限が短いため、医療機関への効率的かつ安定供給のために平日（月、

火、水）午前中の成分献血が望ましいので、職専免等を利用した職員のご協力を

願いたい。啓発活動の一環で、成分献血協力依頼のポスターを作製したので掲示

をお願いしたい。更に、献血者の安定的な確保および待ち時間短縮に繋がるラブ

ラッド会員登録の推進をお願いしたい。 

従来から、当センターの献血推進課の献血予約推進係はメールや電話により

献血依頼をしている。その依頼に応諾して献血ルームへ来所し、成分献血に協力

した献血者数を 2018 年と 2019 年について算出した。 

沖縄県医師会は、県民へ健康情報を届けるために地元新聞Ａ誌にコラムを持

っており、同会から原稿執筆の依頼があったので、血小板製剤の安定的確保につ

いて投稿した。同様な経緯で別の地元新聞Ｂ紙に同様な内容で投稿した。なお、

投稿内容については、九州ブロック血液センターに確認をとった。 

血小板製剤の安定的確保における沖縄県など行政や団体との関わり

－ 19 －



九州ブロック血液センターは、各県の献血ルームにおいて成分献血キャンペ

ーンを行なっている。キャンペーン対象と曜日は月によって異なる。一例をあげ

ると、9月は火曜日の成分献血希望者を対象に処遇品を配布した。 

2018 年と 2019 年における血漿成分献血者数、血小板成分献血者数および成分

献血者数（血漿成分献血者数＋血小板成分献血者数）を比較した。また、2018 年

と 2019 年における血小板採血単位数（PC-HLA を含む）を比較した。 

平日と土日祝日における成分献血者を 2018 年と 2019 年で比較した。 

【結果】 

協力の依頼で訪問した際の各行政機関からの回答は以下のとおりであった。 

・沖縄県：趣旨は承った。担当課として職員への成分献血協力の周知を図り、職

専免の活用を検討したい。 

・県警本部：業務の性質上、指示、命令等での協力はできないが、趣旨は充分理

解できる。所要時間の長さがネックだと感じるが、勤務時間外の個人の協力につ

いては担当課としても広報していきたい。  

・那覇市：趣旨は充分理解した。市としてもできる限りの協力と広報に努めたい。

本庁内のポスターの掲示、並びに職員の所内 LAN を活用しての啓発や職専免の

活用も検討したい。 

・那覇警察署：同席した職員は何度も成分献血に協力し、ラブラッド会員に登録

している職員もおり、趣旨は了解した。職員の内 150 名くらいは交代制勤務の

ため、平日午前中の献血協力は可能だと思う。担当課から協力についての広報を

していきたい。ポスター掲示についても承知した。 

・那覇市消防局：職業専任義務があり、定時内の上からの指示、命令等はできな

いが、赤十字も消防も県民の生命を守るという理念で一致していると認識して

いるので趣旨は充分理解した。消防局は 3 交代勤務となっており、一部の日勤

勤務を除けば十分平日の成分献血の協力は可能と思う。また、局内の LAN 配線

を通じて、赤十字の情報についてリンクできる体制が取れるか検討するよう指

示した。ポスター掲示も承知した。 

図 2-a で 2018 年と 2019 年における成分献血者数の比較を示した。2019 年の

血漿成分献血者は 9,106 名であり、2018 年の 6,693 名に比べ 36％増加した。

2019 年の血小板成分献血者は 5,606 名であり、2018 年の 6,571 名に比べ 15％減

少した。成分献血者数全体として 2019 年は 14,712 名で、2018 年の 13,264 名に

比べ 1,448 名（11％）増加した。2019 年の血小板成分献血は採血単位数につい

ても 2018 年より減少した（図２-b）。 

表 2 にメール又は電話での依頼による成分献血の協力者数を示した。2019 年

における協力者は 2018 年と比較して、メールでは 1,099 名増加、電話では 130

名減少し、両者を合わせると 969 名の増加となった。 
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表 3 に平日と土日祝日における成分献血者数の比較を示した。2019 年の平日

における成分献血者は 8166 名で 2018 年の 7284 名より 882 名（12％）増加した。

2019 年の土日祝日における成分献血者は 6,546 名で、2018 年の 5,980 名より

566 名(9.5％)増加した。 

【考察】 

訪問した行政や団体から、概ね理解が得られ前向きな回答を得ることができ

た。また、警察署と消防局では交代制勤務であるため、職専免に拘る必要なく平

日の成分献血が可能である事が確認できた。 

2019 年の成分献血者は前年より 1448 名（11％）増加した。その内訳は血漿成

分献血者の増加によるものであり、またメールや電話の依頼による献血協力者

が 969 名増加した事がその大きな要因と考えられた。血小板成分献血が前年よ

り減少した要因は、広域事業運営体制の進展に伴う沖縄県の主な役割が血漿成

分献血となり血小板成分献血の採血指示数が抑えられ。また原料血液が空輸さ

れる体制に変わり受付終了時間が約 1 時間 30 分程度短くなった事が挙げられ

る。 

2019 年の成分献血者数が増加している他の要因としては、現場職員による接

遇の向上、全血献血者の成分献血への誘導、移動現場でのルームへの献血者誘導

を積極的に行なったなどが考えられる。また、血漿成分献血者への処遇品の変更

が 2019 年 4 月に行われ、血小板成分献血者との差がなくなったこともその一因

と考えられる。更に、九州ブロック血液センター主催のキャンペーンの成果もあ

ったかもしれない。 

今回、職専免を利用した献血者は確認できていない。訪問の取り組みを始めて

未だ時間経過が短く、その効果については今後に期待できると考えられる。また、

警察署や消防局、更に民間でも交代制勤務である団体などでは、平日の成分献血

の協力が可能であり、今後は積極的に呼びかける意義があると考えられた。 
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表１．訪問先の行政・団体と訪問日

訪問先の行政・団体 訪問日

沖縄県庁 2019年11月12日

沖縄県警察本部 2019年11月14日

那覇市保健所 2019年12月20日
那覇警察署 2020年3月4日

那覇市消防局 2020年3月4日

図1. 説明資料として作成したポスター・チラシ
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表２．献血依頼に対する成分献血協力者

依頼方法
献血依頼に対する協力者（名）

2018年 2019年 増減

メール 539 1638 1099
電話 665 535 ‐130
合計 1204 2173 969

－ 23 －



2020/4/15

3

平⽇ ⼟⽇祝⽇
2018
年

2019
年 増減 増減率

（％）
2018
年

2019
年 増減 増減率

（％）

⾎漿成分
献⾎者（⼈） 3,243 4,704 1,461 45.1 3,450 4,402 952 27.6

⾎⼩板成分
献⾎者（⼈） 4,041 3,462 -579 -14.3 2,530 2,144 -386 -15.3

成分献⾎者数
合計（⼈） 7,284 8,166 882 12.1 5,980 6,546 566 9.5

表3. 平⽇及び⼟⽇祝⽇における成分献⾎者数の⽐較
（2018-19年）
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（2）血液製剤の緊急搬送の減少を目指して     
～特に血小板製剤について～  

【はじめに】 

血液事業における血液製剤の搬送は、定期、定期外、緊急に分かれ、基本は定

期搬送である。沖縄県では以前より緊急搬送が多く、沖縄県赤十字血液センター

（以下センターと略）は、日常業務で緊急搬送の依頼があった場合、施設側に製

剤が届き次第すぐに輸血が必要なのか、どれくらいの時間なら待てるのか、院内

の補充血が何本あるか等を確認した上で、緊急搬送や補充血の発注をするよう

依頼している。また、年 1回の合同輸血療法委員会において、医療機関に緊急搬

送の減少を働きかけてきた。そのため、緊急搬送は減少の傾向にあるが、2017 年

度は 1日平均 3.4回、搬送全体に対する割合は 18％と九州地区で最多であり 1）、

依然としてその減少に努めることは重要である。 

一方、全国的に減少傾向であった血液製剤の供給が、沖縄県では 2018 年頃か

ら増加してきており、緊急搬送で特に重要となる血小板製剤でも同様である。今

回の取り組みの目的を、最近の血液製剤の供給状況を明らかして、緊急搬送の多

い施設の医師を事務局が訪問して、緊急搬送の状況を直接説明することにより、

その減少を目指すこととした。 

【方法】 

１．最近の血液製剤の供給状況  

2008 年から 2018 年における血液製剤の緊急搬送の推移を集計した。最近の血

液製剤供給の状況を 2018 年と 2019 年のそれぞれ 4月から 12月について集計し

た。また、2017 年度と 2018 年度における診療科別の緊急搬送件数を集計し、

2018 年度においては、血液製剤別の緊急搬送件数も集計した。 

２．緊急搬送の多い施設への訪問 

センターの担当課職員と所長が、緊急搬送の多い 4 施設を訪問した（表１）。

何れの病院も応対者は心臓血管外科部長であった。先ず、血小板製剤の発注及び

供給についての資料を示して、１）定期 1～3便で医療機関へ供給することによ

り在庫は減少する、２）翌日の予約分と緊急用について在庫の調整をする、３）

在庫調整の後、製剤を製造所から受け入れると説明した（図１-１）。次に、「血

小板製剤の在庫調整の流れ（2）」（図１-２）を示して説明した。心臓外科等の大

きな手術で40単位以上の大量使用が同時期または複数で発生する場合や当日の

予約外の発注があると、在庫が枯渇する危険性がある。そのため心臓外科の予定

手術については、血小板製剤の予約をお願いしたいことを強調した。また、供給

前ならキャンセルも可能であることを補足した。最後に当該施設における過去 5

年の緊急搬送回数、2018 年度の緊急搬送の理由別回数、血液製剤別回数、時間

帯別回数、2019 年度の緊急搬送回数についても資料を示して説明した。 

 血液製剤の緊急搬送の減少を目指して

　　  〜特に血小板製剤について〜
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その後、訪問した施設への緊急搬送の回数を、訪問前４週間および訪問後４週

間を対象にして比較した。 

３．その他 

本研究事業の一環として開催した「輸血懇話会 2020in 沖縄」の一般講演「沖

縄県における血液事業と課題」において、血液製剤の発注及び供給、血小板製剤

の在庫調整の流れについて説明し、特に緊急搬送の減少について協力をお願い

した。輸血懇話会には医師 20 名、輸血医療に携わる臨床検査技師 69 名など 100

名が参加した。また、県の医師会報においても同様な情報提供を行なった 2）。 

【結果】 

１．最近の血液製剤の供給状況 

図 2に示すように、血液製剤の緊急搬送は 2010 年度から減少傾向にあったが、

2018 年度は 1,390 件となり前年度から 10％増加した。2018 年と 2019 年のそれ

ぞれ 4月から 12月における血液製剤の供給状況を図 3に示した。2019 年は 2018

年に比べて、赤血球、血漿、血小板製剤が、それぞれ 104％、120％、113％に増

加した。表２に 2017 年度と 2018 年度における診療科別の緊急搬送件数、2018

年度においては血液製剤別についても示した。2018 年度の緊急搬送は心臓血管

外科が 319 件と最多で、2017 年度の 252 件より 27％増加し、その中で血小板製

剤は 213 件であった。 

２．緊急搬送の多い施設への訪問 

 図 4 に訪問前および後の 4 週間における当該病院からの緊急搬送件数を示し

た。４施設の緊急搬送の平均回数は、訪問前４週間が 11.5±10.3 回、訪問後４

週間が 8.3±7.2 回であった（ｐ＝0.37）。  

【考察】 

2010 年度から減少傾向にあった血液製剤の緊急搬送が、2018 年度は増加に転

じた。その中で、心臓血管外科の 2018 年度における血小板製剤の緊急搬送は、

2017 年度から 26％増加した。また、近年は減少傾向にあった赤血球、血漿製剤

の供給も、2019 年は増加に転じた。これらの要因は明らかでないが、背景の一

つとして血液製剤の使用指針 3)で、大量出血時の輸血では赤血球液を投与すると

ともに、可能であれば、すみやかに新鮮凍結血漿や血小板濃厚液を投与すること

を推奨すると記載されたことがあると考えられる。また大城らは 4）、沖縄県にお

ける 2012 および 2017 年度の輸血情報を用いて診療科の輸血単位数の変化を明

らかにし、多くの診療科で使用量は減少していた中で救急集中治療科では全て

の製剤が増加したと報告した。さらに、今回訪問した 4 施設において大動脈解

離など心臓血管外科の緊急手術が最近増加していることが確認できた。 

 2018 年度から増加に転じた血液製剤の緊急搬送に対して、事務局が緊急搬送

の多い 4 施設への働きかけを 2019 年 12 月から開始した。その結果、訪問前後
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の各 4 週間における緊急搬送の件数に有意差はなく、訪問の前後で違いがある

か判らなかった。訪問日からの観察期間が短いことが影響していると考えられ、

今後は再度の訪問やその他の機会を作っての働きかけが重要だと考える。また、

血液内科にも血小板製剤の予約による発注を働きかける必要があると考えた。 

【資料・文献】 

1) 沖縄県合同輸血療法委員会：第 28 回沖縄県輸血療法合同委員会資料 

2) 久田友治：血液センターからのお願い ～その血液は緊急搬送が必要ですか

～沖縄県医師会報 55 (1) 110-111，2019. 

3) 厚生労働省医薬・生活衛生局：血液製剤の使用指針 平成 31 年 3 月 

4) 大城正巳、廣末 雅幸 平安山睦美 上間 昇 久田 友治：年齢別輸血頻度と診

療科別輸血単位数の変化 ―沖縄県における 2012 年度と 2017 年度の比較

―Japanese Journal of Transfusion and Cell Therapy, 65（4）：759―765, 

2019. 
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表１．訪問病院・応対者と訪問日

訪問病院と応対者 訪問日

A病院・心臓血管外科部長 2019年12月25日
B病院・心臓血管外科部長 2019年12月26日
C病院・心臓血管外科部長 2020年2月10日
D病院・心臓血管外科部長 2020年2月28日

図1‐1. 血小板製剤の在庫調整の流れ(1)
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図1‐2. 血小板製剤の在庫調整の流れ(2)
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図2. ⾎液製剤の緊急搬送の推移
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図3. 沖縄県における2018と19年の血液製剤供給の比較（4-12月）
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2018年 2018年

2018年

2019年 2019年

2019年

2018年度 2017年度

血液製剤（件数）※重複あり 緊急搬送
（回数）

緊急搬送
（回数）診療科 赤血球 血漿 血小板

心臓血管外科 176 112 213 319 252
内 科 230 61 73 294 266 

外 科 124 48 77 173 196 

救急科 81 21 47 118 81 

産婦人科 89 58 19 103 81 

麻酔科 49 18 39 77 67 

脳外・脳神経外科 18 5 45 60 45 

消化器内科 38 4 9 47 72 

循環器内科 24 8 12 34 32 

ＩＣＵ・ＨＣＵ 12 8 19 31 20 

整形外科 26 3 2 27 29 

血液内科 3 1 22 25 17 

小児科 7 1 18 23 24 

泌尿器科 14 4 6 18 19 

その他・不明 26 5 13 41 55 

合 計 741 245 401 1,390 1,256 

表2. 診療科別の2017/18年度における緊急搬送件数
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図4.訪問病院からの訪問前後4週間
における緊急搬送の件数
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１回あたり

回　数 献血数 回　数 献血数 回　数 献血数 平均献血者数

1 琉大附属 1 14 2 32 1 21 21.0
2 県立中部 2 37 2 39 1 22 22.0
3 県立南部医療Ｃ 1 19 2 44 1 16 16.0
4 県立北部 2 41 2 39 2 45 22.5
5 県立宮古 2 57 2 57 2 59 29.5
6 県立八重山 2 78 1 35 2 64 32.0
7 那覇市立 2 42 1 27 2 43 21.5
8 中頭 1 24 2 56 28.0
9 中部徳洲会 1 41 1 45 1 34 34.0
10 浦添総合 2 83 1 28 2 60 30.0
11 北部地区医師会 2 60 2 44 2 57 28.5
12 牧港中央 1 22 1 15 15.0
13 沖縄赤十字 2 44 2 46 1 29 29.0
14 沖縄協同 2 44 2 53 2 67 33.5
15 南部徳洲会 2 76 2 56 2 54 27.0
16 与那原中央 2 46 2 44 2 65 32.5
17 豊見城中央 2 33 2 71 1 38 38.0
18 同仁 2 53 2 47 2 57 28.5
19 大浜第一 2 45 2 51 2 40 20.0
20 ハートライフ 2 61 1 28 0 0 0.0
21 オリブ山病院 2 42 2 48 2 38 19.0
22 沖縄第一 2 58 2 52 2 45 22.5
23 沖縄メディカル病院 1 17 2 33 2 42 21.0
24 勝山 1 41 1 44 1 32 32.0
25 宮古島徳洲会 2 57 2 37 2 33 16.5
26 石垣島徳洲会 2 55 2 59 2 61 30.5
27 小禄 2 50 2 29 2 23 11.5
28 翔南 2 51 2 44 2 53 26.5
29 勝連病院 2 37 2 38 1 23 23.0
30 嶺井第一 2 46 2 46 2 31 15.5
31 沖縄リハビリテーションセンター 2 54 1 25 1 25 25.0
32 宜野湾記念病院 2 37 1 14 1 19 19.0
33 もとぶ野毛病院 1 21 2 47 2 57 28.5
34 アドベンチストﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 1 20 1 22 1 24 24.0

59 1,506 55 1,324 54 1,348 25.0

H３０年度

計

沖縄県内医療機関献血状況

No 病院名
H２８年度 H２９年度
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開腹手術等においては６ヶ月の献血延期
手術

糖尿病

但し、服薬・吸入薬を服用している方の、お薬の種類に
よっては献血不可の場合があります

糖尿病治療薬の服用中であれば献血不可

食事・運動療法のみであれば献血可

１ヶ月以内の発作がなければ献血可

人工物（プレートや人工関節等）の挿入手術の場合は
６ヶ月の献血延期

高尿酸血症治療薬

喘息

内視鏡手術であれば１ヶ月の献血延期

抗アレルギー薬

胃腸薬 感染性下痢症状がある場合を除く

漢方薬 服薬目的（感冒、喘息等）により、献血不可薬あり

降圧剤
条件として血圧がほぼコントロールされていること
160mmHg/100mmHg以下

高脂血症治療薬

年齢 男性１７歳～６９歳

女性１８歳～６９歳
（６５歳以上は６０～６４歳の間に献血経験がある方のみ）

体重 男女とも５０ｋｇ以上

睡眠 前日の睡眠５時間以上

４００ｍL献血の主な基準

既往歴による献血可否の振り分け

当日服薬していても献血可能なお薬
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３.  輸血懇話会 2020 in 沖縄（中部会場、那覇会場）





はじめに

沖縄県赤十字血液センター 所長 久田友治

沖縄県合同輸血療法委員会（以下、本委員会と略）の事務局を担当している血液

センターの所長として、懇話会開催に至った背景と懇話会の概略を記す。私は 2018
年の所長就任後、他の血液センター所長から研究事業に応募するよう勧められた。

沖縄県では是まで、輸血医療や血液事業に関する様々な実務あるいは学術的な取り

組みが行なわれてきた。本委員会は 2019 年度で第 29 回を迎え、研究事業の予算

を獲得できれば、更なる輸血医療や血液事業に関する実務あるいは学術的な取り組

みが出来ると考えた。

その取り組みの一つとして懇話会を開催する事を世話人会に諮り、了承された。今

回は急な企画となったが、会場を 2020 年 2 月 14 日（金）は中部地区（中部病院）、2
月 15 日（土）は那覇地区（県立博物館・美術館）とし、2 日間の開催となった。

講演は両日で同様な内容としたが、一部異なる場合もあり、以下に講演の概略を

記す。

一般講演①「沖縄県における骨髄バンクの現況」では、骨髄バンクを支援する会代

表の上江洲富夫氏が、沖縄県が人口 10 万人あたりの骨髄バンク登録者数が全国

一である等の現況および課題をお話した。②「沖縄県における血液事業の現状と課

題」で当センターの平良和彦氏は、安定的供給のための血小板の予約および緊急搬

送が九州で最も多い沖縄県における定時搬送への協力を依頼した。③「輸血による

副作用・感染症」で日赤事業本部の茂木聡幸氏（1 日目は当センターの平安山睦美

氏） から、個別の核酸増幅検査導入により、より安全になった血液製剤ではあるが、

決してリスクはゼロではない事を踏まえた輸血による副作用と感染症について講演を

頂いた。④熊本赤十字病院の吉田雅弥氏からは、チーム医療と輸血管理について熱

いお話を頂いた。

特別講演の井 清司先生は災害医療や救急医療を専門として仕事をされ、熊本

赤十字病院長を勤められた後に、熊本県赤十字血液センター所長に就任した。これ

まで長い間、国内外で培ってきた災害医療の歩みと、センター所長の就任直後に発

生した熊本地震で実践された災害時の輸血医療について、全ての聴衆の耳目を集め

る講演であった。

事後のアンケートの集計結果は別項にあるが、参加者から「もっと多くの方に聴い

て欲しい」などの要望を頂いた。なお、参加者の職種別では 医師 20 名、臨床検査

技師 69 名などであった。
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沖縄県合同輸血療法委員会

熊本地震での血液センターの対応と
災害医療の歩み

熊本県赤十字血液センター 井 清司

2020.2.14（金） 沖縄県合同輸血療法委員会 うるま市 沖縄県立中部病院
2020.2.15（土） 沖縄県合同輸血療法委員会 那覇市 沖縄県立博物館・美術館

内容

１ 熊本地震での

熊本県赤十字血液センターの対応

２ 阪神大震災以降の災害医療の歩み

１） 災害への備え（国 県 日赤）

2） 東日本震災での課題

3） 熊本地震の医療対応

死者数 108人 ※震災関連死及び
二次災害死含

熊本県内の被害

※人的被害は熊本日日新聞(9/30朝刊一面）より
※家屋被害・ライフラインは平成２８年８月３日 熊本県 「平成２８年熊本地震からの復旧・復興プラン」より

負傷者数 2,408人

・人的被害

全壊 8,530棟

半壊 27,458棟

・家屋被害

一部損壊 124,938棟

断水 約427,000戸

停電 約455,200戸

・ライフライン被害（ピーク時）

ガス供給停止 100,884戸

約36,000棟

21:26 M：6.5 震度７発生

22:47  Ｋ 病院 赤血球製剤 O×15本 血漿製剤 AB×10本
22:58  Ｓ 病院 赤血球製剤 A×4本、O×10本、B×2本

23:17  Ｎ 病院 赤血球製剤 O×5本

2: 3  Ｓ 病院 血小板製剤 A×2本

3:53  Ｋ 病院 血小板製剤 A×1本

4/14
（木）

4/15
（金）

発災直後から翌8:30まで

A型 O型 B型 AB型

RBC-2 4 30 2 0
FFP-240 0 0 0 10
PC-10 3 0 0 0

九州ブロックセンターへ
血液補充の中継

その後、4/15は1日で122件の受注
（通常金曜日の受注件数とほぼ同じ）

4/16 56件の受注件数
（土） （通常の土曜日）
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県内主要4施設の4⽉の供給状況

5

北海道ブロック血液センター
（北海道札幌市）

東北ブロック血液センター
（宮城県仙台市）

関東甲信越ブロック血液センター
（東京都江東区）

九州ブロック血液センター
（福岡県久留米市）

近畿ブロック血液センター
（大阪府茨木市）

東海北陸ブロック血液センター
（愛知県瀬戸市）

中四国ブロック血液センター
（広島県広島市）

図３．広域需給管理体制

供 給

検 査

製 造

供 給 供 給

医療機関

Ａ県 Ｂ県 Ｃ県

採 血 採 血 採 血

需給管理需給管理

ブロック
血液センター

採血・供給は地域血液センター

6
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熊本地震での血液供給

• 発災直後 救命センター・大学病院から

O型赤血球 AB型凍結血漿の発注

• 血液の大量発注は、継続しなかった

• 予定手術の中止や延期が指示された

• 入院患者で輸血が必要な場合は継続された

赤血球 70～80％ 血漿 50％ 血小板 100％

7

献血者数と血液供給の推移（4月・5月）
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六甲山系

1995 阪神大震災

1. 初動体制・危機管理 ？

2. 災害医療の標準 ？

3. 緊急搬送手段（空路） ？

4. 災害現場管理 ？

5. 組織統括 組織間連携 ？

災害医療の標準化

◎災害対応における共通の知識・理論

◎災害対応における共通の言語

救急医療の標準化

集団災害の３T

• 振り分け（Triage)

• 治療（Treatment)

• 搬送（Transportation)

＊現場の安全と指揮
情報の収集と分配
各組織間の連携

START法
二次トリアージ

JPTEC（BTLS)
JATEC（ATLS)

航空機（ヘリと固定翼機）
による広域医療搬送

MIMMS
MCLS

EMIS

×35

熊本県内の
災害拠点病院と
救急告示病院

（公的病院会） 災害拠点病院 13
救急告示病院 85

公的病院 36
私的病院 3

公的病院救護班が
現地日赤医療班と
して救護活動する
事前協定

地域版 DMAT
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日本赤十字社熊本県支部と熊本県公的病院との
連携 災害時における医療救護に関する協定

平成8年10月15日締結

• 公的病院救護班を日赤救護班に準じる救護班

• 日赤熊本県支部の要請に応じて 初動活動と支援活動

• 基幹病院の要請、公的病院救護班自らの判断で活動

• 救護活動費用は、日赤熊本県支部が実費を弁済

• 事故に遭った場合規定に基づき補償金を弁償

＊教育研修は熊本赤十字病院が責任

都道府県および市町村
の医療本部においての
コーディネート機能の
重要性が強調された

熊本災害医療コーディネーターの
派遣に関する協定締結式 2013年6月17日

コ派遣に

熊本地震の特徴

• 前震⇒本震→余震・・・ 不安で多数が避難

• 車両避難多く 実態把握が困難

• 崩壊危機の病院の避難要請が多数

• ライフライン 特に上下水道の回復遅延

医療施設・透析施設の水の確保

• 高速道路通行止めで、物流回復の遅延

医療も市民生活も回復遅延

17 18
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亜急性期組織図２
熊本県医療救護調整本部

（熊本県庁内）
本部長 災害医療コーディネーター

熊本市
保健医療
救護調整本部

（熊本市民病
院内）
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歯科医師会
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本部長

熊本県災害医療
コーディネーター

栄養士会

医療調整本部
事務局

赤十字

DPAT

熊本県医療救護調整本部（県庁8階）

• 本部長 熊本県災害医療コーディネーター

• 本部員 DMAT ロジ 集団災害医学会員 JMAT 日赤 JRAT

病院薬剤 師会 DPAT 周産期小児コーディネーター

災害支援看護師 厚生省 県庁職員

• 活動 ①支援団体の情報集約と調整

②各医療圏の本部設置運営支援

③医療救護班の登録と派遣

④避難所等医療ニーズ把握と整理

⑤DVT対策

⑥感染症対策

⑦熱中症対策

⑧じょく創対策

⑨益城町体制支援

⑩簡易トイレの配布

救護班

シームレス（時間、空間、内容、組織）

地域保健・医療に対するシームレスな支援
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熊本地震 医療調整の総括

できたこと よかったこと

• 大規模病院避難

• ドクターヘリ集結

13機で 75件/5日間

• 県‐保健所圏域（二次医療
圏）‐市町村 3階層の指揮調
整系統ができた

• 超急性期→急性期→回復期

医療の移行スムース

• 課題別プロジェクトチーム

• 通信インフラは概ね維持

• 透析施設に水優先

できてなかったこと 反省

• 調整本部のスタッフを自前で
できなかった

• DMAT/日赤/JMAT/その他

の指揮の統一が不充分

• 政令指定都市と県との調整

• 初期避難所アセスメントの様
式に混乱 集計遅れ

• 車中泊が多く避難実態の把
握困難

• 避難所運営の事前研修

• 二次医療機関へのEMIS啓発

－ 65 －



2020/3/10

5

災害による死亡（特に熊本地震以後）

直接死 間接死

• 急性期
• 現場
• 外傷・溺水
• クラッシュ症候群

• 慢性期
• 避難所・病院・仮設住宅
• 基礎疾患増悪や廃用症候群

（生活不活発病）
• このうち一部が関連死認定25

図８ 災害関連死の 死因

熊本地震の災害関連死の死因

呼吸器系 53 （28.0％）

循環器系 50 （26.5％）

内因性急死 28 （14.8％）

自殺 16 （8.5％）

感染症 14 （7.4％）

腎・尿路系 6 （3.2％）

消化器系 3 （1.6％）

その他 19 （10.1％）

合計 189 （ ％）

＊この内 165名は既往症ありまた、90％が60歳以上

2017年8月現在 熊本県が各市町村の審査委員会からの報告のまとめ
26

DMAT活動の優先順位（東日本震災以後）
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病院支援
搬送支援
広域医療搬送
病院避難活動

現場活動
搬送支援

搬送支援
救護所活動
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EMISの機能
• 災害時施設等情報

– 対象：全病院、診療所、避難所、救護所、施設等

– 入力項目：緊急入力と詳細入力

• 医療搬送患者情報

• 支援情報

– 対象：DMAT、救護班

• 平時の施設情報

– ベッド数、職員数等

• 緊急通報

– 厚生労働省等への緊急通報機能を追加

需要

資源

28

2018.7.7-9
岡山県倉敷市 真備町
洪水被害

29

Ｔａｋｅ ｈｏｍｅ ｍｅｓｓａｇｅ

•地域の災害拠点病院・保健所を確認しましょう

•ＤＭＡＴ・日赤救護班・・・ etc に関心を持って

•ＥＭＩＳで情報を得る → 操作できる要員を養成

•県や地域の防災計画をチェックし 災害時は

災害対策本部に（支部と）入りましょう

・ ハザードマップ

30
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沖縄県における骨髄バンクの現況

沖縄県骨髄バンクを支援する会 代表
上江洲富夫

2020.2.14
県立中部病院

骨髄バンクの歴史

1. 1976 年 アンソニーノーラン骨髄移植財団設立（英国）

2. 1986 年 NMDP組織（米国）

3. 1989 年 東海骨髄バンク発足（民間）

4. 1991 年12 月 骨髄移植推進財団設立

5. 2013 年 公益財団法人日本骨髄バンクに名称変更

6. 1990.5 九州骨髄バンク推進連協議会沖縄支部発足

7. 1999.7 沖縄県骨髄バンクを支援する会と改称

登録対象人口千人あたりの骨髄ドナー登録者 都道府県別
2019年12月末現在 登録者拡大に向けて

骨髄バンクドナー登録は１９９２年１月から開始されたが、

当時の県内月平均登録者数は約１０名と低迷。

１９９７年１２月から日曜日に献血ルームにて即時登録受付

を月に１〜２回実施し、登録者が急増（１回平均１５名）。

しかし、献血ルームはリピーターが多く登録者は次第に減少。

集団登録では１回で１００名余の登録もあったが、準備が大

変で継続実施は困難。

１９９９年 移動献血並行の骨髄ドナー登録会の実施へ

｜➡
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緊急雇用創出事業

支援する
会が雇用

－ 68 － － 69 －



２００１年８月１日（平成13年）８月１日（水曜日） 中 日 新 聞

【4月～11月】

欧米での最近のドナー登録方法

①ドナー登録はオンライン登録へ

・個人情報情報をオンライン登録すると

採取キットが送付される

②自身で採取キット＝スワブ（綿棒）で

口腔粘膜を採取し返送

③登録完了

池江璃花子選手の報道による骨髄ドナー登録への影響
（くもじ献血ルームでの骨髄ドナー登録者数）

⽉毎登録数 2⽉の登録数
2018年1⽉ 8 2019.2.2 1

2⽉ 7 7⽇ 1

3⽉ 5 8⽇ 1

4⽉ 4 12⽇ 1

5⽉ 6 13⽇ 8

6⽉ 6 14⽇ 9

7⽉ 6 15⽇ 6

8⽉ 14 16⽇ 4

9⽉ 4 17⽇ 7

10⽉ 6 18⽇ 2

11⽉ 7 19⽇ 2

12⽉ 4 20⽇ 2

2019年1⽉ 9 21⽇ 2

2⽉ 46 2⽉計 46

2018年1⽉〜
2019年1⽉の
平均＝6.6名

2019/2/21現在･･･

59,994
527,221
818,469

－ 69 －



1999年8月22日（平成11年）

日曜日 沖縄タイムス

2000年10月4日（平成12年）

水曜日 沖縄タイムス

－ 70 － － 71 －



2019年11月末現在

１０月の県内での移植数 ４件
〃 採取数 １件

【移植患者・提供者】都道府県別実施者数（2019年12月末現在）

患者居住地 移植数 提供者居住地 採取数

沖縄県 190 112 422 215
国内合計 23,665 23,665 23,763 23,763

海外 282 282 194 194
合     計 23,947 23,947 23,957 23,957

(移植数　23,947件、採取数　23,957件）

全国 年齢別新規登録者数 ２０１６年度

－ 71 －



沖縄 年齢別新規登録者数 ２０１６年度 若年層へのアプローチ

２０１６年度における当センターの骨髄ドナー登録

者数は２，１２９名で内２０歳未満は１，０９６名。前

年度の７７３名から４２％増。

全国の２０歳未満登録者数３，８０４名の２９％を占

め、２位東京都２１０名の５倍強、全国平均８１名の

１３倍強

ＨＬＡ適合率は、１人以上のドナーが見つかった患者さんのことを意味します

骨髄バンクと臍帯血バンクを介した暦年移植例数

23,947
18,240

－ 72 － － 73 －



（日）
終了理由別 終了件数（2017年度）

（コーディネート開始件数：24,634件）

その他（ドナー理由）9%

住所不明 2％
本人の不安や迷い 1％

造血幹細胞の提供方法
ドナーさん

いずれの方法でも
必ず入院が必要です
通常 3泊4日程度

⑤‐b 末梢血幹細胞提供
（まっしょうけつかんさいぼうていきょう）

白血球を増やすお薬（G‐CSF）を
数日間注射して、造血幹細胞の
数を増やします。
造血幹細胞が十分に増えたら、
腕から採血を行い、血液中の
造血幹細胞だけを抽出します。

⑤‐a 骨髄提供
骨盤の背中側にある腸骨
（一番大きな骨）に針を刺し、
骨髄液を吸引します。

全身麻酔なので、
採取時の痛みはありません。

39

⑥採取後健康診断
採取後２～３週間後に健康診断を
行います。 ②確認検査～⑥採取後健康診断まで

合計１０日ほど必要になります

－ 73 －
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日本赤十字社における
ヘモビジランス2018

令和2年2月15日

日本赤十字社 血液事業本部

技術部安全管理課 茂木 聡幸

～副作用・感染症報告～

輸血懇話会in沖縄2020
目次

副作用・感染症報告の推移

輸血後感染症
病原体別/採血年別報告件数の推移
病原体別解析結果（2018）
遡及調査と供血者追跡（事後検査）
輸血後HEV感染
輸血後細菌感染症

輸血副作用
有害事象等対応手順・副作用分類の変更
製剤別・副作用別報告件数（2018）
TRALI・TACO評価

2

副作用・感染症報告の推移
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病原体別報告件数の推移
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採血年別輸血後感染症の推移
（HBV・HCV・HIV）

●同⼀献⾎⾎液由来症例数は除外

NAT・感染症検査
システムの変更
（高感度化）

HBc抗体判定
基準変更

個別NAT導入

6

｜➡
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HBV感染の年間推定リスク
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■感染既往 個別NAT＋

■感染既往 個別NAT－

■新規感染 個別NAT＋

■新規感染 個別NAT－

20プールNAT
（新システム）

4年1か月間
（2008.8～2012.8）

HBc抗体検査
判定基準強化後
1年11か月間

（2012.9～2014.7）

個別NAT導入後
4年５か月間

（2014.8～2018.12）

個別

のみ

個別NAT
Window

Periodのみ

7

病原体別解析結果（2018）

病原体 報告件数 特定
対象外

輸血前
から陽性

輸血前後
陰性

HBV 13 1 2 1

HCV 17 0 0 1

細菌 23 4 0 0

CMV 8 0 2* 0

HEV 10 7 1 0

Parvo B19 1 0 0 0

計 72 12 5 2

*母乳からの感染にて因果関係なしと判断 8

輸血後HBV感染症例（2018年報告）

献血者のスクリーニングNAT陽転に
伴う遡及調査により、判明した症例

献血者
30代・男性

2017/8/06 2017/11/12 2017/11/26

HBV-DNA 陽性

受血者
60代・男性
血液腫瘍・

サルコイドーシス

2017/11/15 2018/1/31

HBV-DNA 陽性

採血日 ID-NAT HBsAg HBcAb HBsAb ALT コピー数

陽転 17/11/26 ＋ － － － 14 検出限界以下

当該 17/11/12 － － － － 16 NT

スクリーニング検査:「適」

（Genotype：Ae、Subtype : adw）
（ウイルス量：検出限界以下）

抗ウイルス薬
投与

死亡
（敗血症、
心不全）

個別NAT:
「適」

2018/8/42017/12/27

HBV-DNA 陰性

感染？

9

輸血用血液の献血者の
過去の検査結果

個別NAT陰性の

血液を輸血

保管検体は調査しない
（スクリーニングNATの結果で
評価する）

輸血された患者（受血者）
の陽転情報

HBV(-) HBV(+)

遡及調査（個別NAT時代）

遡及調査
（受血者の感染状況調査）

過去の献血時の検査結果

献血者

ID-NAT
HBV(+)

ID-NAT
HBV(-)

ID-NAT
HBV(-)

ID-NAT
HBV(-)

ID-NAT
HBV(-)

ウインドウ・ピリオドを超えた
次回献血/事後検査依頼の検査結果
で当該血液の安全性を担保

ID-NAT
HBV(-)

ID-NAT
HBV(-)

ID-NAT
HBV(-)

遡及調査期間 NAT

る感染

NAT陰
性血によ
る感染

複数回献血者の
陽転情報

（輸血した血液）

医療機関発 供血者発

受血者

10

輸血後HBV/HCV感染疑い症例の献血者追跡状況

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

医療機関発
感染疑い
報告例数

献血者数 956 名 626 名 579 名 432 名 366 名 232 名 337 名

症例数 91 例 84 例 53 例 49 例 46 例 41 例 30 例

献血者の
再来による
因果関係
否定症例

再来
献血者数

295 312 128 39 155 80 107

症例数 41 43 18 15 17 19 12

再来献血がない献血者に事後検査への協力を依頼し、併せてその後の献血も追跡

追跡対象
献血者数 661 314 451 393 211 152 230

症例数 50 41 35 34 29 22 18

追跡済み
献血者数 621 280 426 359 186 141 210

症例数 32 20 17 14 15 13 8

追跡実績 献血者数 93.9 ％ 89.2 ％ 94.5 % 91.3 % 88.2 % 92.8 % 91.3 %

11

1※ 1 1
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1
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

自発 遡及

（例）

（年）

試行的NAT開始
（北海道限定）

IgA抗体測定試薬
保険収載

※ genotype 4型

輸血後HEV感染症例の推移

n=34

《HEVの安全対策》
現行のスクリーニングNAT試薬（3価NAT；HBV, 
HCV, HIV）から4価NAT（HBV, HCV, HIV, 
HEV）試薬に変更する準備を進めている。
（全国導入の目標時期： 2020 年第2四半期頃 ）

12
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患 者 輸血用血液

原疾患等 処置等 転帰
ウイルス量
（IU/mL）

原因
製剤

Gt

自
発
報
告

60代
男性

多発性骨髄腫、末
梢血幹細胞移植

輸血77日後RNA(+)
ALT最高値1142（77日後）

回復 2.31E+03 RBC 3

70代

男性

血管内大細胞型B
細胞性リンパ腫

輸血182日後RNA(+)
ALT最高値871（182日後）

軽快 1.55E+03 PC 3

70代

男性
胃癌、心内膜炎

輸血68日後RNA(+)
ALT最高値1148（55日後）

回復 1.35E+05 RBC 3

70代

男性

潰瘍性大腸炎、大
動脈弁閉鎖不全症

輸血97日後RNA(+)
ALT最高値1120（97日後）

軽快 測定不可 FFP ３

60代

男性
急性骨髄性白血病

輸血93日後RNA(+)
ALT最高値849（93日後）

軽快 2.25E+04 PC 3

遡
及
調
査

70代

女性

再生不良性貧血、
腹部大動脈瘤

輸血26日後RNA(+)
ALT最高値410（68日後）

軽快 1.79E+01 PC 3

70代

女性

大動脈弁・僧帽弁
閉鎖不全症、心筋

症、心不全

輸血78日後IgM・IgG-Ab(+)
ALT最高値137（64日後）

軽快 1.71E+03 PC 3

輸血後HEV感染症例（2018）

13

輸血後細菌感染疑い報告数の推移
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*特定例はすべて血小板製剤
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～2007年 初流血除去・保存前白除導入（例）

レンサ球菌, 

7

ブドウ球

菌, 3

大腸菌, 

3

その他, 

4

特定例の検出菌

14

輸血後細菌感染症例（2018）
患 者 血小板製剤

原疾患等 症 状 転帰 細菌名 日数

1
50代

女性

再生不良性
貧血、

HCV感染

輸血終了8時間30分後（翌未明）に悪寒、その後発熱
（39.5℃）、血圧上昇（144/70）、意識レベル低下、
不穏あり。メロペネム投与後、血液培養実施（陰性）。

回復

6日後

Streptococcus
dysgalactiae

ssp. equisimilis

３

WPC

2
80代

女性

B細胞型

リンパ腫

輸血開始40分後、悪寒戦慄あり輸血中止。発熱
（40.7℃）、血圧上昇(176/60)、脈拍上昇（117/
分）。血液培養実施（MSSA検出）。タゾバクタム／
ピペリシリンからセフェピム+テイコプラニンに変更。

軽快

9日後
S.aureus ４

3
60代
男性

B細胞性

リンパ腫、
幹細胞移植

輸血開始1時間15分後悪寒、発熱（39.8℃）、輸血中
止し血液培養実施（後日G群連鎖球菌検出）。
輸血再開し1時間後終了。せん妄あり。発熱
（41.8℃）、便失禁、SpO2測定不可、脈拍上昇
（120/分）、血圧低下（74/48）。セフェピム投与。

回復

5日後

Streptococcus
dysgalactiae

ssp. equisimilis
4

4

10歳
未満

女性

AML、
CBT後

（テイコプラニン、メロペネム投与下）輸血開始1時間
15分後、悪寒あり、発熱（40.6℃）、血圧低下
（88/40）、脈拍上昇（197/分）、輸血中止。血液
培養実施（E.coli検出）。メロペネム、シプロフロキサ
シン投与。

軽快

4日後

Escherichia 
coli 2

15

同一献血者による細菌感染症例の概要

献血者
1月（症例1） 5月（症例3） 6月

洗浄PC 原料血漿

【医療機関の検査】
患者血培 陰性
製剤培養 G群レンサ球菌(+)①

日赤に報告

【日赤の調査】
洗浄PC（空バッグ）→冷凍保存
原料血漿培養：陰性

PC 原料血漿

【医療機関の検査】
患者血培 G群レンサ球菌(+)③

【日赤の調査】
PC（空バッグ+輸血セット）
輸血セット培養 G群レンサ球菌(+)④
原料血漿培養：陰性

同一献血者であること
を受け再調査実施

【日赤の再調査】
WPCの空バッグに
無菌生食を添加し培養 G群レンサ球菌(+)②

日赤に報告

献血者面談：
献血時の体調不良なし
血液培養陰性
咽頭スワブ
G群レンサ球菌(+)⑤⑥

 ①②④、③④はPFGEで一致
 ①～④と⑤⑥はMLSTで

異なるsequence type

輸血後感染症

16

輸血後感染症まとめ

 2018年に発生した輸血による感染症は、個別NAT陰性の血小
板製剤によるHBV感染が1例、輸血によるHEV感染が7例、細
菌感染が4例認められた。細菌感染症例のうち、2例は同じ献血
者の異なる時期の献血血液が原因と考えられた。

 輸血によるHBV又はHCV感染が疑われ実施する遡及調査（医
療機関発）については、当該血液の献血日から後の、個別NAT
ウインドウ期間を超えた献血または事後採血血液の検査結果に
より、当該血液の安全性を担保する。感染の原因と疑われた血
液の9割以上について、事後採血またはその後の献血により安
全性が確認された。

17

輸血後副作用

18

－ 76 － － 77 －
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4

赤十字血液センター

医療機関で有害事象発生

血液事業本部安全管理課
（安全管理統括部門）

【依頼】
詳細調査
検体調査

重篤症例は
PMDA報告

赤十字血液センター

医療機関で有害事象発生

血液事業本部安全管理課
（安全管理統括部門）

詳細調査実施判断
検査の実施判断
詳細調査/検査指示

重篤症例は
PMDA報告

変更前の手順
（すべての症例の詳細調査と検体検査を実施）

変更後の手順
（重篤症例について詳細調査と検体検査を実施）

重篤症例の
詳細調査

/検査指示

重篤症例の
詳細調査依頼

/検査結果報告

【報告】有害事象情報
副作用発生
副作用に関する相談
洗浄製剤の発注
依頼検査等

有害事象等対応手順の変更

【報告】
副作用発生
その他有害事象

【報告】
副作用受理
詳細調査/検体送付

検体調査
（検査）
結果送付

【報告】
検体調査

（検査）結果

【報告】有害事象情報
患者情報
副作用重篤度
因果関係等

19

過去20年間の輸血副作用調査の結果を取りま
とめ、輸血・細胞治療学会誌に投稿

医療機関あてのお知らせ文にて
調査方法の変更を周知

20

256 240

148 128

77 79

195 221

174
335

477

1200

152

264

2017年 2018年

非溶血性副作用前年（2017年）との比較

ｱﾅﾌｨﾗｷｰｼｮｯｸ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 血圧低下 呼吸困難 発熱 蕁麻疹 その他

アナフィラキシー（ショック）、血圧低下、
呼吸困難（TRALI、TACOを含む）
は副作用情報収集手順変更後も報告件数に
大きな変化はなかった。

アナフィラキシーショック

アナフィラキシー

血圧低下

呼吸困難

蕁麻疹

発熱

ほとんどが
重篤症例

非重篤症例
が大幅増加

21

副作用の日赤分類変更（2018年以降）

「アレルギー」に分類される有害事象症状：

① 有害事象の症状が日本アレルギー学会が作成した「アナフィラキ
シー・ガイドライン」の「アナフィラキシーの症状」に該当する。

② 「重篤」と報告されたもの、または日赤で「重篤」と判断したもの
を「重症アレルギー」に分類する。

蕁麻疹等
アナフィラキシー
アナフィラキシーショック

アレルギー
重症アレルギー

分類の見直し

（症例）

蕁麻疹 発熱反応

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ

血圧低下

呼吸困難 その他旧分類

アレルギー 発熱 重症アレルギー

血圧低下

呼吸困難 その他

0 500 1000 1500 2000 2500

新分類

22

製剤別・副作用別報告件数（2018）

PC
1,063
43.1%

FFP
326

13.2％

複合製剤
183
7.4％

RBC
875

35.5％

25.7％ 17.4％

65.0％ 7.3％ 7.3％

59.8％ 5.2％

WRC
5，0.2％

WPC
15，0.6％

26.9％

15.7%

26.7%

10.6%

67.2%

60.7%

28.9%

7.1%

1.5%

26.9%

3.9%

5.5%

13.9%

1.2%

2.8%

5.8%

4.9%

2.8%

13.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

PC

FFP

RBC

重症アレルギー アレルギー 発熱 呼吸困難 血圧低下 その他

【供給本数】
PC 820,549本
RBC 3,262,052本
FFP 921,141本
WPC 12,370本

23

報告副作用名：TRALI疑い症例

報告副作用名：TACO疑い症例

TRALI評価

131件
TACO評価

87+21

呼吸困難、呼吸不全、酸素化低下（SpO2低下）ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ等
＊胸部X線検査にて両側肺浸潤影を認めたもの

①TRALI
4

②p-TRALI
1 ①TACO

45+10

TRALI，p-TRALI以外

126

③心原性肺水腫 87

②その他
42+11

④その他 39

21

評価数：108

2018年 副作用報告件数： 2,467件 評価件数： 152件（6.1%）

TRALI・TACO症例評価結果（2018）

5件（3.8%） 55件（51%）

+

24
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29 44

63

45
47 55

30
47 48

44
35

33

38

40 35

49

0

50

100

150

200

0

20

40

60

80

100

120

140

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TRALI  84 p-TRALI 74 TACO 309 心原性肺水腫 399 評価件数 1,659

127+13

131+21

TRALI・TACO評価状況 2009-2018

(1)

(1)

(2)
(1)

（例）

（ ）：TRALI/p-TRALIによる死亡が否定できない症例

141+14

178+3
170+4 156+4

178+9

黒字件数：TRALI疑い症例数
赤字件数：TACO疑い症例数

（評価件数）

TACO評価開始（2012.4）

評価件数推移

25

輸血副作用まとめ

 2018年1月より輸血副作用の対応手順を変更し、重篤症例に
ついて詳細調査や患者検体を用いた検査を行うこととした結果、
重篤ではない症例の収集件数が増加した。

 TRALIが疑われTRALI評価対象とした症例のうち、TRALIと評
価されたものは3.8％のみであった。一方、これらの症例で
TACOまたは心原性肺水腫と評価されたものが66％あった。

 副作用分類を変更した。アナフィラキシー、アナフィラキシー
ショック、蕁麻疹等を症状の重篤度によりアレルギーと重症ア
レルギーに分類した。

26

ご清聴ありがとうございました。

27
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チーム医療と輸⾎管理

令和2年2月15日（土）

熊本赤十字病院 検査部

吉田 雅弥

輸血懇話会 in 沖縄 2020

本⽇の内容
Japanese Red Cross Kumamoto Hospital

体制

連携教育

この３つで輸血の管理体制は成立する

体制

医療安全及び質の向上を目指した体制整備

① 血液型2回検査の徹底

② 異型の血液製剤依頼を制限

③ コンピュータークロスマッチの導入

④ 製剤管理

Japanese Red Cross Kumamoto Hospital

①⾎液型2回検査の徹底

• 同一患者からの異なる時点での2検体で、二重
チェックを行う必要がある

「輸血療法の実施に関する指針」（改定版）

• 3.4.1.同一患者から採取された異なる時点での2検
体で、二重チェックを行う必要がある

「赤血球型検査（赤血球系検査）ガイドライン（改訂2版）」

Japanese Red Cross Kumamoto Hospital

患者だけでなく、医療者を守る

医療安全及び質の向上を目指した体制整備

輸⾎に配属されたころ（9年前）

検査技師のレベル（恥を覚悟）

• 抗E保有患者⇒50%の確率で適合だから、数本クロスマッ
チして適合の製剤を出庫

• 検体1本で血液型とクロスマッチの依頼⇒主治医に了解を
得て、同型輸血施行

• 輸血マニュアル⇒医療安全に任せとけ

Japanese Red Cross Kumamoto Hospital

運用見直し 意識改革 教育

医療安全及び質の向上を目指した体制整備

②異型の⾎液製剤依頼を制限
Japanese Red Cross Kumamoto Hospital医療安全及び質の向上を目指した体制整備

• 同型 or O型RBC,AB型FFP・PCのみ依
頼可能医師

電子カルテ（HIS）

• 危機的出血のガイドラインに準じた
設定

• HLA型を優先する場合にも対応

検査技師

輸血システム（LIS）

1. 緊急輸血の紙伝票依頼を廃止し、通常依頼に統一（災害時を除く）
2. 医師の依頼画面を制限し、依頼ミスの減少
3. 輸血システムは製剤種ごとに設定し、多くのパターンに対応
4. メジャーミスマッチは依頼・割当できない
5. HLA適合血小板は全血液型OK

｜➡

－ 79 －
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③コンピュータークロスマッチの導⼊
8.5.   コンピュータークロスマッチ
8.5.1.コンピュータークロスマッチとは、あら

かじめ実施された下記の検査結果や過去
の検査履歴に基づき、コンピューターを
用いて適合性や安全性を確認する方法で
ある。

(1)ABO血液型
(2)RhD血液型
(3)不規則抗体スクリーニング：陰性（3日以内
に採取された検体）

(4)抗体保有歴：なし

Japanese Red Cross Kumamoto Hospital医療安全及び質の向上を目指した体制整備

「赤血球型検査（赤血球系検査）ガイドライン（改訂2版）」

③コンピュータークロスマッチの導⼊

8.5.2.コンピュータークロスマッチによって適合

性や安全性が確認された場合は、交差適合

試験を省略して出庫できる。

8.5.3.その際、以下の条件を必須とする。

(1)結果の不一致や輸血用血液製剤の選択の誤りを

警告できること。

(2)患者の血液型が2回以上異なる時点で採血された

検体により確認されていること。

(3)赤血球製剤の血液型が再確認されていること。

(4)新生児および4カ月以内の乳児においてコン

ピュータークロスマッチは禁忌である。

Japanese Red Cross Kumamoto Hospital医療安全及び質の向上を目指した体制整備

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｸﾛｽﾏｯﾁ(CC)の効果
Japanese Red Cross Kumamoto Hospital

血液型①

不規則抗体
血液型② 出庫

追加依頼

出庫

血液型①

不規則抗体

血液型②

ｸﾛｽﾏｯﾁ
出庫

追加依頼

ｸﾛｽﾏｯﾁ後,出庫

CC導入後

CC導入前

時間短縮
業務省⼒化

時間短縮
業務省⼒化

休日・時間外は輸血専従技師以外も
輸血業務にあたるため、精神的負担の軽減に効果あり

医療安全及び質の向上を目指した体制整備

④製剤管理
院内在庫

緊急輸血に備えた在庫数

アルブミン製剤は5%,20%を各40本以上在庫

血小板は100%使用する場合、依頼可能

災害時の在庫も原則、同じ

血液センターの供給体制で変更予定（情報共有がカギ）

Japanese Red Cross Kumamoto Hospital医療安全及び質の向上を目指した体制整備

Ａ(+) B(+) O(+) AB(+)
Ir-RBC-LR 2U 6 4 10 2
FFP-LR 240 7 5 7 10
クリオ製剤 3 3 3 9

教育

① 検査技師の教育

• 慣れない技師の不安解消が目的

② 病院職員の教育
• 医療安全研修会➡副作用監視体制の強化

• 研修医向け

入職後

半年後

Japanese Red Cross Kumamoto Hospital

①検査技師の教育
Japanese Red Cross Kumamoto Hospital教育

－ 80 － － 81 －
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検査技師教育の効果

不安の解消

• ルーチンをこなせるという自信

• 専従技師と目合わせ

• 緊急輸血症例を数多く経験

専従技師による電話対応の減少

• ルーチンの際に色々なトラブルを経験

• 他職種の問い合わせに数多く対応

Japanese Red Cross Kumamoto Hospital教育

②病院職員の教育
Japanese Red Cross Kumamoto Hospital

医療安全

研修会

医師

事務看護師

教育

②病院職員の教育
医療安全研修会
血液型2回検査の徹底

血液製剤の投与開始後の観察の必要性
開始5分間、15分後、終了時

副作用について
溶血性・非溶血性、即時型・遅延型

インシデント・アクシデント例（他施設発生例含む）

輸血情報（血液センター発行）

採血実施記録、観察記録、副作用発生記録を電子
カルテへこれまで以上に残すようになった

Japanese Red Cross Kumamoto Hospital教育

副作⽤監視体制
Japanese Red Cross Kumamoto Hospital

電子カルテ

（看護師）
• 輸血による副作用の有無を記録

輸血部門

システム

（検査技師）

• 電子カルテと連携しており、副作用発生状況が把握
できる

• 入力ミスや輸血後、数時間経過しての副作用がな
いか、電子カルテでチェック

報告書出力

（検査技師）

• 紙媒体で保存

• 血液センターへ報告(重症症例)

検査レベルの向上は限界に近い？（検査者の底上げは必要）

副作用監視体制の充実が輸血医療をより安全にする

教育

研修医向け

入職後
• 血液製剤や検査依頼方法など業務上、必要な内容に
ついて説明を行う

数ヶ月後
• 検査の意義や輸血に関する院内ルール

• 「輸血療法の実施に関する指針」(改定版)
• 「血液製剤の使用指針」（厚生労働省）

• 「科学的根拠に基づく輸血ガイドライン」

をベースにした勉強会

どこの医療機関に行っても対応できる知識を

Japanese Red Cross Kumamoto Hospital教育

連携

① 緊急輸血症例の情報共有

• 他職種連携

• 事前ID付与

② 血液センターと情報共有

• 情報提供（病院⇔血液センター）

Japanese Red Cross Kumamoto Hospital連携
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患者
様

医師

薬剤
師

検査
技師

事務
職

看護
師

輸⾎医療
Japanese Red Cross Kumamoto Hospital連携

検査技師は…

Japanese Red Cross Kumamoto Hospital

輸血部門

検査技師

製剤

管理

現場
(医師・看護師)

副作
用管
理

検査

情報共有が重要

連携

行ったことありますか？

①緊急輸⾎症例の情報共有

投与開始輸血依頼患者到着

Japanese Red Cross Kumamoto Hospital

投与開始患者到着輸血依頼ID付与

・ID付与
・採血指示

・検体搬送
・製剤搬送

・血液型・不規則
・製剤搬送

・採血指示 ・製剤搬送
・投与準備

・採血
・検体搬送

・血液型・不規則
・採血指示

10～15分

5～10分

患者到着前のID付与

【変更前】

【変更後】 事務の協力

輸血のためにできた運用

連携

事前ID付与の⼿順・メリット
① 救急リーダー医師より事前IDの指示

② 事務部より、輸血部門へ事前IDの連絡

③ 緊急輸血の指示

輸血部門の時間的余裕

• 患者到着までに準備

• 心の準備ができる

治療開始時間の短縮

• 患者到着時には投与準備ができている

• 血液型採血は輸血前に実施されている

Japanese Red Cross Kumamoto Hospital

時間に余裕がないと
ルールを逸脱しやすい

安全性の向上に繋がっている

連携

事務の協⼒
Japanese Red Cross Kumamoto Hospital連携

⾝元判明し、⼆重ID発⽣

治療継続

患者さんの状態が安定したら、協議

事前ID継続 既存IDに移⾏

1つのIDに収束

事務によるデータ移⾏（⼀部検査技師）

関係者集合

二重IDの発生は避けられない

②⾎液センターと情報共有
Japanese Red Cross Kumamoto Hospital連携

現場 輸血部門 血液センター

血液センター 輸血部門 現場

• 緊急輸血症例を事前に連絡
• 供給に時間的余裕を

• 輸血情報の案内
• 我々は院内周知

－ 82 － － 83 －
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Take home Massage

医療機関・血液センターのシステム・検査技術の発
展で、輸血医療の安全性は向上した

• 常に安全の向上を目指して模索する

しかし、システム管理できない業務は発生してしまう…

輸血医療の安全性が向上するには…
• 多くのスタッフが正しい知識を身につける
• 運用・マニュアルを遵守する
• 情報共有による円滑な業務の遂行

Japanese Red Cross Kumamoto Hospital

さいごに…

Japanese Red Cross Kumamoto Hospital

体制

連携教育

輸血管理とチーム医療はセット

－ 83 －
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沖縄県における血液事業の

現状と課題

資料No.

1

１．血液事業の現状
（1）血液事業運営体制
（2）輸血用血液製剤の種類
（3）輸血用血液製剤の発注及び納品
（4）輸血用血液製剤を使用する主な医療機関
（5）主な医療機関の血液使用状況
（6）血小板製剤の適正使用

２．血液事業の課題
（1）血小板製剤の確保
（2）血小板製剤の供給

３．血液事業の取り組み
（1）血小板製剤の予約
（2）定期便を利用した供給

目次

2

（1）血液事業運営体制

１．血液事業の現状

3

「安全な血液製剤の安定供給の確保に関する法律」に基づき、安全性の向上、安定
供給とともに事業者の責務として効率的な事業運営を行うため、平成24年4月より
広域事業運営体制を導入し、全国に７ヶ所のブロック血液センターと47都道府県の
血液センターによる血液事業体制を確立した 。

（1）ブロック血液センター業務
血液製剤の需給管理業務、検査・製造業務

（2）都道府県の血液センター
献血業務や血液製剤の供給

日本赤十字社

血液事業本部

ブロック血液セン
ター（7ヶ所）

血液センター（47ヶ所）

各都道府県支部 医療事業推進本部

病院

(1)-1.血液事業運営体制)

4

(1) -2.沖縄県赤十字血液センター体制

事業部

総務課 献血推進課
学術情報・

供給課
医務課 品質情報課 採血課

久茂地出張
所

部門 内容

総務課 業務の総合企画及、情報統括管理、職員の人事・労務管理等

献血推進課／
久茂地出張所

献血業務、渉外広報、献血受入計画、ボランティア協力受入
等

学術情報・供給課 輸血用血液製剤の受入・供給、供給情報収集、医薬情報活動
等

医務課／採血課 献血業務、献血者の健康診断及び健康被害管理等

品質情報課 品質関連情報の収集及び品質保証状況の管理等

5

（2）輸血用血液製剤の種類

１．血液事業の現状

｜➡

－ 84 － － 85 －
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(2)-1.輸血用血液製剤の種類

製剤名 詳細

１.目的
赤血球液（Red Blood Cells：RBC）
は，急性あるいは慢性の出血に対する
治療および貧血の急速な補正を必要と
する病態に使用された場合，最も確実
な臨床的効果を得ることができる。こ
のような赤血球補充の第一義的な目的
は，組織や臓器へ十分な酸素を供給す
ることにあるが，循環血液量を維持す
るという目的もある。

2.適応
慢性貧血、急性出血、周術期の輸血、
敗血症患者の貧血

7

(2) -2.輸血用血液製剤の種類

製剤名 詳細

１.目的
新鮮凍結血漿（Fresh Frozen 
Plasma：FFP）の投与は，血漿因子の
欠乏による病態の改善を目的に行う。
特に，凝固因子を補充することにより，
止血の促進効果（治療的投与）をもた
らすことにある。

2.適応
凝固因子の補充（肝障害、播種性血管
内凝固（DIC）、大量輸血時等）、
血漿因子の補充 ：血栓性血小板減少性
紫斑病（TTP）および溶血性尿毒症症
候群（HUS）

8

(2) -３.輸血用血液製剤の種類

製剤名 詳細

１.目的
血小板濃厚液（Platelet 
Concentrate：PC）の輸血は，血小
板数の減少または機能の異常により重
篤な出血ないし出血の予測される病態
に対して，血小板成分を補充すること
により止血を図り（治療的投与），ま
たは出血を防止すること（予防的投
与）を目的とする。

2.適応
活動性出血、外科手術の術前状態，侵
襲的処置の施行前、大量輸血時、播種
性血管内凝固（DIC）、血液疾患、血
小板輸血不応状態（HLA 適合血小板輸
血の適応）

9

（3）輸血用血液製剤の
発注及び納品

１．血液事業の現状

10

血液製剤種類

在庫
製剤

照射赤血球液-LR「日赤」

新鮮凍結血漿-LR「日赤」

予約
製剤

照射濃厚血小板-LR「日赤」

照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」

血液製剤供給フロー(発注手順)

(3)-1.輸血用血液製剤の発注及び納品

11 11

(3)-2.輸血用血液製剤の発注及び納品

① 血液製剤の発注

② 定時配送便（１日３回）

③ 緊急搬送（サイレン）

医療機関

① 血液製剤の発注

医療機関

医療機関

① 血液製剤の発注

〈定期便の時間〉
時間厳守

● １便（午前便）
受注締切 10：00から
到着時間 13：00まで

● 2便（午後便）
受注締切 14：00から
到着時間 17：00まで

● ３便（夕方便）
受注締切 17：00から
到着時間 22：00まで

－ 85 －
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（4）輸血用血液製剤を使用する
主な医療機関

１．血液事業の現状

13

主な供給先：20施設
各地域の施設数は次のとおりです。

○沖縄本島

主な供給施設： １８施設

病院・診療所： ７７９施設

○宮古島

主な供給施設： 1施設

病院・診療所： 35施設

○石垣島

主な供給施設： 1施設

病院・診療所： 34施設

○その他（離島）

病院・診療所： １４施設

（与論島含む）

(4)-1.輸血用血液製剤を使用する主な医療機関

14

沖縄赤十字病院

沖縄協同病院

豊見城中央病院

南部徳洲会病院

(4)-2.輸血用血液製剤を使用する主な医療機関

琉球大学付属病院

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

与那原中央病院

15

牧港中央病院

同仁病院

大浜第一病院

那覇市立病院

浦添総合病院）

(4)-2.輸血用血液製剤を使用する主な医療機関

16

沖縄県立北部病院

北部地区医師会病院

中頭病院
沖縄県立中部病院

ハートライフ病院

中部徳洲会病院

(4)-2.輸血用血液製剤を使用する主な医療機関

17

沖縄県立宮古病院

沖縄県立八重山病院

(4)-2.輸血用血液製剤を使用する主な医療機関
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（5）主な医療機関の
血液使用状況

１．血液事業の現状

19

○赤血球製剤

２０１８年度 69,841単位

２０１７年度 71,143単位

○血小板製剤

２０１８年度 82,917単位

２０１７年度 82,361単位

○血漿製剤

２０１８年度 26,991単位

２０１７年度 30,827単位

２０１８年度
総単位数：179,749単位

２０１７年度
総単位数：184,331単位

(5)-1. 血液使用状況

20
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(5)-2.赤血球製剤（年度別）
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【対前年比】 103.7％

2018年度 2019年度

【総数】
2019年度 50,615単位
2018年度 48,787単位
差 +1,828単位

(5)-2.赤血球製剤（2019年4月～12月まで）
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(5)-3.血漿製剤（年度別）
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【対前年比】 120.3％

2018年度 2019年度

【総数】
2019年度 22,166単位
2018年度 18.427単位
差 +3,739単位

(5)-3.血漿製剤（2019年4月～12月まで）
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(5)-4.血小板製剤（年度別）
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【対前年比】 113.1％

2018年度 2019年度

【総数】
2019年度 69,111単位
2018年度 61,097単位
差 +3,932単位

(5)-4.血小板製剤（2019年4月～12月まで）

26

(5)-5.対前年比（4月～12月まで）

48,787 

18,427 

61,097

50,615 

22,166 

69,111

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

赤血球製剤 血漿製剤 血小板製剤

●赤血球（前年113.1％ ）
2019年度 69,111単位
2018年度 61,097単位

差 +3,932単位

●血漿（前年比120.3％）
2019年度 22,166単位
2018年度 18,427単位

差 +3,739単位

●赤血球（前年比103.7％）
2019年度 50,615単位
2018年度 48,787単位

差 +1,828単位

2018年度

2018年度

2018年度

2019年度

2019年度

2019年度

平成29 年 3 月
「血液製剤の使用指針」改定

27

（6）血小板製剤の適正使用

１．血液事業の現状

28

厚生労働省医薬・生活衛生局：「血液製剤の使用指針」平成29 年 3 月版より

IV 血小板濃厚液の適正使用
3. 使用指針 2)外科手術の術前状態，侵襲的処置の施行前,

2) 外科手術の術前状態，侵襲的処置の施行前
待機的手術患者では，術前あるいは施行前の血小板数が5 万/μL 以上あれば，
通常は血小板輸血を必要とすることはなく，周術期については血小板数5 万/μL
以上を維持するよう輸血を行うことを推奨する。
複雑な心臓大血管手術で，長時間の人工心肺使用例，低体温体外循環を用いた手
術などでは，血小板減少あるいは機能異常によると考えられる止血困難な出血
（oozing など）をみることがある。このような病態を呈する場合には，血小板
数 が5 万/μL～10 万/μL になるように血小板輸血を行う。また，臨床的に血
小板機能異常が強く疑われ，出血が持続する場合には，血小板数を10 万/μL 以
上にすることも考慮し，血小板輸血を行う。
頭蓋内の手術のように，局所での止血が困難な特殊な領域の手術では，10 万
/μL 以上であることが望ましい。

(6)-1.血小板製剤の適正使用（血液製剤の使用指針）

29

厚生労働省医薬・生活衛生局：「血液製剤の使用指針」平成29 年 3 月版より

IV 血小板濃厚液の適正使用
3. 使用指針 3) 大量輸血時,

急速失血により24 時間以内に循環血液量相当量，特に2 倍量以上の大量の輸血
が行われると，血液の希釈によりoozing と呼ばれる出血傾向を来すことがある。
止血困難な出血症状とともに血小板減少を認める場合には，血小板輸血の適応と
なる。
なお，産科危機的出血や外傷性出血性ショックなどの救急患者では，凝固因子の
著しい喪失及び消費による，止血困難がしばしば先行することから，血小板濃厚
液や新鮮凍結血漿の早期投与による予後の改善が期待される。

(6)-2.血小板製剤の適正使用（血液製剤の使用指針）

－ 88 － － 89 －
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（1）血小板製剤の確保

２．血液事業の課題

31

厚生労働省医薬・生活衛生局：「血液製剤の使用指針」平成29 年 3 月版より

2. 適応の現状と問題点

血小板濃厚液の多くが予防的に投与されている。血小板濃厚液の供給量は年々
増加傾向にあったが，この数年間は横ばい状態となっている。その背景としては
高齢化率の上昇に伴い，がん患者の増加がみられ，強力な化学療法による治療や
外科的処置などに伴う使用も多くなった一方，出血の少ない術式や医療の進歩に
より，使用量が減少してきたことが挙げられる。

なお，血小板濃厚液の有効期間は採血後４日間と短いことから，常時必要量を
確保しておくことは容易ではない。また，我が国では血小板濃厚液の供給は原則
予約制であり，遠隔地等においては入手に長時間を要することがある。したがっ
て，輸血本来の在り方である血小板数をチェックしてから輸血することが，実際
上，困難な場合がある。特に予防的投与では，頻回な輸血が必要な患者の負担も
考慮して，血小板減少を予め見込んで輸血時の血小板数を必ずしも確認せずに血
小板輸血を行っているのが現状である。

なお，頻回の輸血は抗血小板同種抗体の産生を促し，血小板輸血不能状態を引
き起こすおそれもあることから，血小板輸血は必要最小限とする。

(1)-1.血小板製剤の確保（血液製剤の使用指針より）

32

献血から医療機関までの血液の流れ

九州ブロック血液センター
検査・製造・需給管理

医療機関

他県
血液センター

32 2019

献血者

沖縄県赤十字血液センター
献血・供給

他県
血液センター

他県
血液センター

他県
血液センター

必
要
数
を
分
配

絶対数の少ない血小板
製剤は、九州プール在庫
を毎日分配して運用して
いる。

在庫調整は、12時に判断
しているため、それまで
に
予約をお願いしたい。

在庫調整

(1)-2.血小板製剤の確保（血液事業の仕組みと流れ）

33

供給前日 供給当日

10：00
1便

17：00
3便

14：00
2便

10：00
1便

17：00
3便

14：00
2便

在庫調整
1回目

在庫調整
2回目

12：00

分配
（19：00）

予約 在庫推移

(1)-2.血小板製剤の確保（血液事業の仕組みと流れ）

34

供給前日 供給当日

10：00
1便

17：00
3便

14：00
2便

10：00
1便

17：00
3便

14：00
2便

在庫調整
1回目

在庫調整
2回目

12：00

在庫不足

予約
以外分配

（19：00）

在庫推移

(1)-2.血小板製剤の適正使用（血液事業の仕組みと流れ）

35

A型 O型 B型 AB型

60単位 ５０単位 ４０単位 ３０単位

※定数以外に予約分を分配で補充しています。

※40単位以上の大量使用が発生すると、在庫が枯渇する危険性が
常にあります。血小板製剤の予約発注にご協力ください。

(1)-2.血小板製剤の確保（血液事業の仕組みと流れ）

－ 89 －
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福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

前日午前中までの発注 前日午後からの発注

(1)-3.血小板製剤の確保（九州8県の予約状況）

目標 70％

37

(1)-4.血小板製剤の確保（医療機関別予約状況）

施設名 予約率
予約率の
高い診療科

琉大付属 31～40％
血液内科

心臓血管外科
小児科（血液）

県立中部 41～50％
血液内科

心臓血管外科

県立医療Ｃ 11～20％
血液内科

心臓血管外科

那覇市立 1～10％
外科

泌尿器科

ハートライフ 約56% 血液内科

中頭 31～40% 心臓血管外科

沖縄赤十字 80% 血液内科

中部徳洲会 21～30％
血液内科

心臓血管外科

豊見城中央 41～50％ 心臓血管外科

浦添総合 21～30％ 心臓血管外科

施設名 予約率
予約率の
高い診療科

沖縄協同 60% 心臓血管外科

南部徳洲会 41～50％ 心臓血管外科

県立北部 41～50％
消化器外科
消化器内科

牧港中央 70% 心臓血管外科

北部医師会 31～40％
心臓血管外科

整形外科

県立宮古 21～30％ 消化器内科

県立八重山 90%
消化器内科
総合内科

大浜第一 41～50％ 心臓血管外科

同仁 70% 消化器外科

与那原中央 0% なし

38

（2）血小板製剤の供給

39

（１）定時配送数

項目 詳細

定時配送数（再掲） 2018年：3,037件（夜間958件）
2017年：3,015件（夜間926件）

2,315 2,344 
2,497 

2,115 1,987 
1,609 

1,438 1,402 1,331 1,256 1,390 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

回数

（2）年度別緊急搬送
数 項目 詳細

緊急数（再掲） 2018年：1,390件（夜間853件）
2017年：1,256件（夜間782件）

(2)-1.血小板製剤の供給（供給配送数）

40

緊急輸送

定期便・

臨時便

80％

供給車両総出動数：2,110回

定期配送便・臨時便

平日（日中帯）
緊急搬送

平日（日中帯）

1,687 回 423 回

緊急搬送が多く日常業務の中で対応に苦慮している。

(2)-2.血小板製剤の供給（総出動数における緊急搬送の割合）

41

平成30年度 平成29年度

血液製剤（件数）※重複あり 緊急搬送
（回数）

緊急搬送
（回数）診療科 赤血球 血漿 血小板

心臓血管外科 176 112 213 319 252
内 科 230 61 73 294 266 

外 科 124 48 77 173 196 

救急科 81 21 47 118 81 

産婦人科 89 58 19 103 81 

麻酔科 49 18 39 77 67 

脳外・脳神経外科 18 5 45 60 45 

消化器内科 38 4 9 47 72 

循環器内科 24 8 12 34 32 

ＩＣＵ・ＨＣＵ 12 8 19 31 20 

整形外科 26 3 2 27 29 

血液内科 3 1 22 25 17 

小児科 7 1 18 23 24 

泌尿器科 14 4 6 18 19 

その他・不明 26 5 13 41 55 

合 計 741 245 401 1,390 1,256 

(2)-3.血小板製剤の供給（診療科別・血液製剤別 緊急搬送回数）

－ 90 － － 91 －
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心臓血管外科

定期配送便出発
後、２時間に緊急
搬送が多く見られ
る

回数

１便出発 ２便出発 ３便出発

心臓血管外科の手術終了時間帯14時～2１時頃に集中。

(2)-4.血小板製剤の供給（受注時間別 緊急搬送回数）

43
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厚生労働省医薬・生活衛生局：「血液製剤の使用指針」平成29 年 3 月
版より

単位数

89％

さらに、血小板製剤に限った緊急搬送は、116回（※他製剤なし）

(2)-5.血小板製剤の供給（血小板製剤単位数別 緊急搬送回数）

44

(2)-6.血小板製剤の供給（院内で決められた輸⾎⽤⾎液の在庫定数）

赤血球製剤（RBC-LR2） 血漿製剤（FFP-LR240） 血漿製剤（FFP-LR480）

施設名 A O B AB A O B AB A O B AB
Ａ病院 6 6 2 1 15～20 15～20 10 10
Ｂ病院 5～6 8 2～3 0 2 2 2 2 2 2 2 2
Ｃ病院 6 6 2 0 14 14 14 14
Ｄ病院 2 2 1～2 0～1 2 2 2 2
Ｅ病院 4 2 2 2 2
Ｆ病院 5 5 3 1 2～3 2～3 2～3 2～3
Ｇ病院 1
Ｈ病院 4 4 1 1 5 5 5 5
Ｉ病院 4 7 1 4 4 4 4
Ｊ病院 3 4 1 3 3 3 4
Ｋ病院 2 3 2 2 2
Ｌ病院 0～2 2～3 5 5 5 5
Ｎ病院 3 4 1 2 2 1 3
Ｍ病院 1 1
Ｏ病院 2 2 2 2
Ｐ病院 2 5 3 2 2 2 4
Ｑ病院 3 5 2 1 3 3 2 2
Ｒ病院 2
Ｓ病院

Ｔ病院

Ｂ型、ＡＢ型の保有数が少ない

45

（3）血液事業の取り組み

46

日本赤十字社では、血小板製剤の当日期限の保有数を減らして有効期限の長い
製剤で安定的に供給することと、産科危機的出血や外傷性出血性ショックなどに
おける凝固因子の著しい喪失及び消費による血小板製剤や新鮮凍結血漿の大量使
用に対応するため次のような改善の取り組みが必要である。

【血液センター】
・当日期限の在庫を保有しないような採血指示の精査・見直し
・平日の血小板採血確保の強化（数増）
・製造所（福岡）から沖縄センターへの製剤分配運用の見直し
・夜間在庫数の見直し

【医療機関】

血小板製剤の予約率の向上

(1).血液事業の取り組み（血小板製剤の予約）

予約注文

47

日本赤十字社では、解離性大動脈瘤破裂、産科危機的出血や外傷性出血性ショック
等における凝固因子の著しい喪失及び消費によって、赤血球製剤及び血小板製剤や新
鮮凍結血漿の大量使用等が高頻度で発生する緊急搬送へ対応するために、化学療法に
伴う貧血の是正、待機手術・処置等の予め使用が想定される場合や在庫補充について
は定期便の利用が可能ではないかと考えています。

よって、これまで以上の定期発注強化の協力をお願いする。

〈定期便の時間〉
●１便（午前便）
受注締切 10：00から
到着時間 13：00まで
●2便（午後便）
受注締切 14：00から
到着時間 17：00まで
●３便（夕方便）
受注締切 17：00から
到着時間 22：00まで

定期発注強化
〉

(2).血液事業の取り組み（定期便を利用した供給）

① 血液製剤の発注
医療機関

定時配送便（１日３回）

※時間厳守でお願いします。

－ 91 －
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48

おわりに

輸血用血液製剤を安定的に医療機関
（患者様）へ提供するために、
今後ともご協力をお願い致します。

－ 92 － － 93 －



輸血懇話会 in 沖縄2020　中部会場　アンケート結果 輸血懇話会 in 沖縄2020　那覇会場　アンケート結果

☆ご自由な意見をどうぞ ☆ご自由な意見をどうぞ
○もっと多くの方に参加いただけたらと思う。広い場所を。
○会場がもっと広いと良かったです。
○会場が狭いので、広い場所での開催を。時間内に終わるよう、プログラムの改定や演者への周知を。
○勉強になりました。ありがとうございました。
○パワーポイントが色彩も良く分かりやすかった。血液センターのしっかりしたところがすばらしいと感じた。
　井先生の特別講演も災害医療に関わる事で興味深く聞くことができました。企画された皆様に感謝しま
す。
○災害の講演会のみで2時間でも聞く価値、内容だと思いました。医療者向けだけでなく、一般向けでも十

○学ぶ事ができました。ありがとうございます。今後も開催があれあば参加したい。
○室内温度が低く、寒かったです。とても災害関連等、普段聞くことができない内容で勉強になりました。今
後検討し考えたいと思いました。
○もう少し広い場所、駐車場があるところがよい。
○災害についてせっかくの内容なので、もう少し広い会場でも良かったと思います。
○今回の様に平日や休日両方開催してもらえると都合の良い日に参加できありがたかった。
○空調が寒かったです。

とても思う
27%

そう思う
73%

4.内容は分かり易いか？

とても思う そう思う 思わない 全く思わない

とても思う
43%

そう思う
57%

5.今後、同様な開催を希望するか？

とても思う そう思う 思わない 全く思わない

とても思う
19%

そう思う
81%

1.開始時刻は適切か？

とても思う そう思う 思わない 全く思わない

とても思う
15%

そう思う
79%

思わない
6%

2.所要時間は適切か？

とても思う そう思う 思わない 全く思わない

とても思う
23%

そう思う
60%

思わない
17%

3.場所は適切か？

とても思う そう思う 思わない 全く思わない

とても思う
41%

そう思う
55%

思わない
4%

1.開始時刻は適切か？

とても思う そう思う 思わない 全く思わない

とても思う
34%

そう思う
59%

思わない
7%

2.所要時間は適切か？

とても思う そう思う 思わない 全く思わない

とても思う
41%

そう思う
35%

思わない
24%

3.場所は適切か？

とても思う そう思う 思わない 全く思わない

とても思う
68%

そう思う
32%

4.内容は分かり易いか？

とても思う そう思う 思わない 全く思わない

とても思う
62%

そう思う
38%

5.今後、同様な開催を希望するか？

とても思う そう思う 思わない 全く思わない
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４.  資　料





 
 

沖縄県合同輸血療法委員会要綱 
 
 

（名 称） 

第一条 本会は、「沖縄県合同輸血療法委員会」と称する。 

 

（目 的） 

第二条 本会は、沖縄県内における適正かつ安全な輸血療法の向上及び血液事業の円

滑な推進を目指すものとする。 

 

（構 成） 

第三条 本会は、次に掲げる者によって構成する。 

(1) 沖縄県内医療機関の輸血療法委員長、輸血責任医師及び輸血業務担当者 

(2) 沖縄県保健医療部薬務疾病対策課職員 

(3) 沖縄県赤十字血液センター職員 

(4) その他必要と認められる者 

 

（役 員） 

第四条 本会役員として、代表世話人及び世話人を置く。 

  1.世話人は、主として次に掲げる者とする。 

(1) 沖縄県内医療機関の輸血療法委員長、輸血責任医師及び輸血業務担当者 

(2) 沖縄県保健医療部薬務疾病対策課長及び沖縄県赤十字血液センタ一所長 

(3) その他必要と認められる者 

  2.代表世話人は、世話人の互選により定め、世話人会を代表し、必要に応じて

世話人会を招集する。 

  3.世話人会の議長は、代表世話人が務めるものとし、代表世話人が欠席の場合

は出席者の互選により決定する。 

   

（事 業） 

第五条 本会は、第二条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 世話人会の開催 

(2) 沖縄県合同輸血療法委員会の開催 

(3) その他、本会の目的を達成するために必要な事業 

 

（運 営） 

第六条 本会の運営は、世話人会により決定する。 

 

（会の開催） 

第七条 世話人会は、必要に応じて開催する。 
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第八条 沖縄県合同輪血療法委員会は、年一回以上開催する。 

第九条 代表世話人は、第三条に定める者のほか、意見等を聞くために必要があると 

認められる者を会議に出席させることができる。 

 

（事務局） 

第十条 本会の事務を処理するため、沖縄県赤十字血液センターに事務局を置く。 

 

（その他） 

第十一条 本要綱に定めるものの変更等については、世話人会において協議し定める。 

第十二条 本要綱に定めるもののほか、必要な事項は世話人会において協議し、別に定 

める。 

 

 

附則 この要綱は，平成２７年９月５日から施行する。
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沖縄県合同輸血療法委員会世話人構成 

 

 

医療機関又は団体名 

琉球大学医学部付属病院 

沖縄県立南部医療センターこども医療センター 

沖縄県立中部病院 

社会医療法人友愛会豊見城中央病院 

社会医療法人仁愛会浦添総合病院 

沖縄県保健医療部薬務疾病対策課 

沖縄県赤十字血液センター 
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令和元年度 血液製剤使用適正化方策調査研究事業 研究計画書 

 

令和元年 6 月 17 日 

支出負担行為担当官  

厚生労働省医薬・生活衛生局長 殿 

 

住  所  〒903-0215 沖縄県中頭郡西原町字上原 207        

            所属機関 沖縄県合同輸血療法委員会（琉球大学医学部附属病院） 

ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ  ﾏｴﾀﾞ ｼﾛｳ 

研究代表者  氏  名     前田 士郎 

TEL・FAX    098-895-1204・098-895-1436 

E-mail    smaeda@med.u-ryukyu.ac.jp 

令和元年度血液製剤使用適正化方策調査研究を実施したいので次のとおり研究計画書を

提出する。 

１． 研究課題名： 小規模医療機関における適正な輸血を目指した連携の構築             

２． 経理事務担当者の氏名及び連絡先（所属機関、TEL・FAX・E-mail）：  

氏  名   平安山 睦美            所属機関 沖縄県赤十字血液ｾﾝﾀｰ 

TEL 098-833-4747                 FAX 098-834-3204 

E-mail m-henzan@qc.bbc.jrc.or.jp 

３． 合同輸血療法委員会組織（現時点では参加予定でも可）  

①研究者名 ②分担する

研究項目 

③所属機関及び 

現 在  の 専  門  

（研究実施場所） 

④所属機関 

における 

職名 

前田 士郎 研究の総括 琉球大学医学部附属病院 検査・輸血部長 

大城 一郁 a 沖縄県立南部医療ｾﾝﾀｰこども医療ｾﾝﾀｰ 血液腫瘍内科部長 

天願  俊穂 a 沖縄県立中部病院 心臓血管外科部長 

永山  盛隆 c 社会医療法人友愛会豊見城中央病院 副院長 

島袋  勉 c 社会医療法人仁愛会浦添総合病院 手術部麻酔科部長 

池間  博則 b 沖縄県保健医療部衛生薬務課 室長 

久田 友治 b, c 沖縄県赤十字血液ｾﾝﾀｰ 所長 

大城 正巳 a, c 沖縄県赤十字血液ｾﾝﾀｰ 学術情報・供給課長

a：血液製剤の緊急搬送の減少を目指して 

b：血小板の安定的確保における沖縄県など行政との関わり 

c：小規模医療機関における適正な輸血を目指した連携の構築 
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４． 研究の概要（①今年度予定されている適正使用研究計画の有効性と実現性、研究成果の 

活用可能性、近隣都道府県・ブロックへの取組の啓発、②現状の事業体制についての問

題点の現状分析と策定された改善案の妥当性、改善の数値目標の設定、設定された数値

目標における改善の大きさ、その実現可能性等、を記載すること。） 

① 小規模医療機関における適正な輸血を目指した連携の構築 

沖縄県合同輸血療法委員会（本会）は、前身から通算すると今年度で 29 回を迎え、血

液製剤供給の多い上位 20 施設（大規模医療機関）が参画している。本会が、これまで血

液製剤の適正使用のために活動を行なった状況については下記５で記載した。一方、本会

に加わっていない小規模医療機関の中には血液製剤の使用指針に対応困難な状況がある 

事が推測される 1）。 

私達は 2017 年に県内の小規模医療機関における輸血状況のアンケート調査を行ない、

輸血頻度の少ない施設が、輸血の必要性だけで患者を大規模医療機関へ紹介し難いとの 

結果を得て、医療連携の困難性が示唆されると考察して報告した 2）。また、本会、県、県

医師会が共同で、（1）｢輸血患者の紹介受け入れについて（お願い）｣（２）｢輸血患者の

紹介について（お願い）｣を作成し、大規模医療機関長宛に（１）を、小規模医療機関長

宛に（２）を送付した。また、送付したほぼ全ての医療機関の輸血管理部門を訪問し周知

を図った。しかし、2018 年度の小規模医療機関についての供給状況に変化は確認できず、

あらためて医療連携の困難性が示唆された。 

以上の結果を踏まえ、今回の研究目的を輸血頻度の少ない小規模医療機関から、輸血実

施のために患者を大規模医療機関に紹介できる医療連携の構築に寄与する事とする。対 

象は小規模医療機関の中の透析施設および連携可能な大規模医療機関とする。方法は、本

会の医師と血液センターの職員が共に小規模な透析施設を訪問して医師等と面談して、 

輸血状況および適正使用に関するニーズを把握する。次に連携可能な大規模医療機関を 

訪問して、小規模医療機関との連携について調整を実施する。 

本研究は、小規模医療機関における適正な輸血を目指した医療連携の構築することに 

対し有効性が期待される。なお既に透析の１施設の医師を訪問し、更に次の施設の紹介 

を受けており、研究の実現性は難しくないと考える。また、九州地区においては輸血を実

施する小規模医療機関が比較的多いとされており、本研究において得られた成果は他県 

における活用及び啓発になる事が期待される。 

1）日本輸血・細胞治療学会：小規模医療機関（在宅を含む）における輸血ガイド 

2）廣末雅幸ほか：沖縄県の中小医療機関を対象とした輸血に関するアンケート調査 

の結果について 第 42 回日本血液事業学会総会抄録集 

② 現状の事業体制についての問題点とその改善案 

（1）血小板の安定的確保における沖縄県など行政との関わり 

沖縄県では昨年度の沖縄製造所廃止に伴い原料血が空輸される体制に変わった。一方 

、成分献血のための献血ルームへの平日の来所者は土曜・日曜日より少なく、血小板の
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安定的な確保の観点から問題であり、月・火・水曜日の、しかも原料血の空輸を考慮す 

ると午前中の来所が望まれる。沖縄県の献血ルームには県庁や那覇市役所が近接してお 

り、公務員の職務専念義務免除を活用した成分献血のための来所の推進は改善策として 

意義があると考えて、血液センターと行政の間で改善策について調整を行なう。改善の 

数値目標は、現況より月・火・水曜日の各１日に 1名増であれば良いと考えられ、その 

実現可能性は低くないと予想している。 

（2）血液製剤の緊急搬送の減少を目指して 

沖縄県内における血液製剤の緊急搬送は 1日平均 3.4 回で、搬送全体に対する割合は 

18％と九州地区で最多である（第 28 回沖縄県輸血療法合同委員会資料）。これまでは年 

に 1回開催される本会において、事務局から緊急搬送の施設別の現況報告と適正な緊急 

搬送についての呼び掛けが行われてきた。緊急搬送は以前より減少傾向にはあるが、依然

として事業体制の大切な問題である。今回の改善案として、事務局が緊急搬送の多い機関

を訪問して、血液製剤の発注に関与する医師、臨床検査技師と面談をして、改めて以下の

依頼を行なう、1）血液製剤が届き次第すぐに輸血が必要な状態なのか、どれくらいの時

間なら待てるのかの確認、2）院内の補充血が何本あるか等を加味した上での緊急搬送の

依頼および補充血の発注。また別に、県医師会報などでの広報を行なう。改善の数値目標

の設定は難しいが、緊急搬送の減少の実現可能性はあると考える。 

５． 代表者又は応募する地域で血液製剤適正使用に関連して取り組んできた状況 

沖縄県では血液センターが行政へ提案して平成3 年から開催してきた「主要病院血 

液担当者連絡会議」が、24 年度に沖縄県合同輸血療法委員会と名称を変更した1）。本 

会は年1回の開催で、今年度で29回を迎える。数多くの離島を抱える沖縄県では備蓄 

医療機関が以前は22 施設あり、本会は先ず備蓄医療機関を対象として始まった。現 

在は輸血用血液製剤供給の上位20施設（血液総供給単位数の95%以上を占める）が参 

画し、県内における血液製剤適正使用及び血液事業の円滑な推進を目指して活動を行 

なっている。出席者は医療機関の血液製剤を直接管理する担当者と輸血療法委員長、 

輸血責任医師及び輸血療法委員会の委員等であり、出席者は第1回が31名で、第28回 

は57名と増加した。 

当初は、事前調査で輸血療法委員会の設置状況を毎年確認し、会議内においても意 

見交換をすることにより、早期に各施設で委員会が設置されていった。また、各施設 

は減損率や返品率についても開示・比較して、他施設の取り組み等の意見を参考とし 

、各施設の改善へと繋がっていったと考えられる。FFP/RBC 比も改善はしてきたが  

、全国水準を上回っている状況にあり、本県の肝疾患患者が多いためと考えられる。 

引き続きFFP の使用状況をアンケート調査の主題の一つとしている。輸血管理料は  

平成24 年の診療報酬改訂により多くの施設が取得できるようになって、各施設のモ 

チベーション向上につながった。 

本会は例年、血液センターからの報告と依頼、特別講演、アンケート協議との三部
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構成としている。例えば、昨年度の開催内容を以下の様であった。 

血液センターから、医療機関の献血状況、血液製剤供給状況、緊急搬送件数等につ 

いての報告後、献血の協力、緊急搬送削減等の依頼を行なった。次に、九州ブロック 

血液センターから、九州各県合同輸血療法委員会関係者会の報告、ABO亜型検査の現 

状についての講演、沖縄製造所の廃止についての報告が行われた。次に、事前に収集 

したアンケートに基づき、①血液製剤の使用状況、②保管管理、③輸血療法委員会の 

活動状況、④自己血輸血、⑤その他の事項について協議し、問題点に対する解決方法 

等について意見交換を行なった。 

最近の取組として、人口当たりの年齢別輸血頻度と主な診療科の輸血単位数の変化 

について詳細を明らかにすることを目的として，輸血用血液製剤の使用状況調査を  

2012年度と2017年度に行なって、その比較に基づいて報告したz)．結果は、高齢化に 

よる患者数の増加はあるものの，患者一人当たりの輸血量は抑制されていることが確 

認できた．また、多くの診療科で使用量は減少していたが，救急集中治療科は全ての 

製剤が増加していた。 

最後に血液製剤適正使用に関連して取り組みまとめた論文や学会発表を下記にまと 

めた2-9）。 

１）日本輸血・細胞治療学会 合同輸血療法委員会 http://yuketsu.jstmct.or.jp/wp- 

content/themes/jstmct/images/medical/file/committee/47congruence-1.pdf 

2) 大城正巳ほか：年齢別輸血頻度と診療科別輸血単位数の変化－沖縄県における 

2012 年度と 2017 年度の比較－，日輸細治会誌，印刷中，2019. 

3）溝口昌一ほか：若年性骨髄ドナー登録への取組について，血液事業，41，775， 

2018. 

4）久田友治ほか：沖縄県の離島における血液事業の現状と課題，血液事業, 41， 

855，2019．  

5）永山盛隆ほか：当院の自己血貯血の現況 : 血液ｾﾝﾀｰでの依頼採血から院内採血に 

変更して，自己血輸血，19，60-65，2006． 

6）上江洲富夫ほか：自衛隊機での緊急空輸，第 30 回日本血液事業学会総会抄録集， 

7）赤嶺廣幸ほか：沖縄県における合同輸血療法委員会について，第 37 回日本血液事業学 

会総会抄録集． 

8) 大城正巳ほか：沖縄県に於ける輸血状況について，第 38 回日本血液事業学会総会抄 

録集． 

9) 廣末雅幸ほか：沖縄県の中小医療機関を対象とした輸血に関するアンケート調査の結 

果について，第 42 回日本血液事業学会総会抄録集． 
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